


敗
我
と
公
文
書
廃
棄

-
植
民
地

･
占
領
地
に
お
け
る
実
態
I

加

藤

聖

文

は
じ
め
に

日
本
の
敗
戦
時
に
各
行
政
機
関
お
よ
び
軍
関
係
機
関
が
所
蔵
し
て
い
た
公
文
書
類
の
多
く
は
､
焼
却
処
分
な
ど
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と

一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
公
文
書
廃
棄
の
実
態
に
つ
い
て
は
､
関
係
者
に
よ
る
回
想
な
ど
に
依
拠
す
る
点
が
多
い
が
､

そ
れ
ら
は
具
体
的
な
記
述
と
い
う
よ
り
も
唆
味
な
記
述
で
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
'
研
究
者
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
無
批
判
的

に
受
け
入
れ
る
傾
向
が
あ
り
'
｢敗
戦
=
公
文
書
の
大
規
模
か
つ
徹
底
的
な
廃
棄
｣
と
い
っ
た
図
式
が
定
着
し
て
い
る
か
に
見
ら
れ
る
｡

公
文
書
廃
棄
に
関
し
て
は
'

一
九
四
五
年
八
月

一
四
日
の
閣
議
に
よ
っ
て
機
密
文
書
の
廃
棄
が
決
定
さ
れ
､
こ
れ
に
基
づ
い
て
各
官
庁

で
は
組
織
的
か
つ
大
規
模
な
文
書
焼
却
が
行
わ
れ
た
｡
特
に
陸
海
軍
で
は
同
日
中
に
陸
軍
大
臣
の
命
令
に
よ
っ
て
高
級
副
官
名
で
全
陸
軍

部
隊
に
対
し

｢各
部
隊
の
保
有
す
る
機
秘
密
書
類
は
速
か
に
焼
却
｣
す
る
こ
と
を
指
令
L
t
末
端
部
隊
に
至
る
ま
で
徹
底
し
た
文
審
焼
却

(･-)

が
行
わ
れ
た
｡敗

戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

一〇
六

軍
関
係
で
具
体
的
な
焼
却
対
象
お
よ
び
焼
却
方
法
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
は
憲
兵
隊
で
あ
る
｡
憲
兵
隊
で
は

一
四
日
に
憲
兵
司
令

部
本
部
長
名
で

｢状
況
上
大
量
の
書
類
を
急
速
に
焼
却
す
る
為
に
は
特
殊
の
着
意
を
要
す
､
防
空
壕
等
内
に
於
て
火
力
に
よ
る
自
然
的
通

風
を
利
用
し
逐
次
投
入
す
る
を
早
き
と
す
､
揮
発
油
等
を
か
け
焼
却
す
る
は
早
き
に
以
て
遅
し
非
常
万

一
の
場
合
は
英
断
を
以
て
連
名
簿
'

兵
籍
等
の
み
を
残
し

1
切
の
書
類
を
焼
却
す
る
を
要
す
焼
却
の
時
期
は
各
級
指
揮
官
の
独
断
と
英
断
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
着
意
す
る
を

要
す

機
秘
密
書
類
暗
号
は
規
則
並
に
焼
却
教
育
せ
し
処
に
従
ひ
実
施
し
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
皮
依
命

尚
海
岸
に
近
さ
部
隊
等
に
於

て
は
奥
地
に
秘
匿
格
納
し
迅
速
に
焼
却
す
る
準
備
態
勢
を
急
速
に
実
施
せ
ら
る
る
外
本
電
内
容
趣
旨
を
勘
案
し
万

一
の
準
備
に
万
全
を
期

せ
ら
れ
度
為
念
｣
(憲
電
第

一
二
〇
五
号
)
と
具
体
的
な
焼
却
方
法
な
ど
を
指
令
し
､
続
い
て
同
日
中
に

｢武
装
解
除
を
予
期
す
る
書
類

焼
却
に
関
し
て
は
八
月
十
四
日
豪
電
第

1
二
〇
五
号
の
通
-
な
る
も
敵
手
に
渡
り
害
あ
る
も
の
例
へ
ば
外
事
防
諜
思
想
治
安
等
の
関
係
文

書
国
力
判
断
可
能
の
諸
資
料
並
に
秘
密
歴
史

(二
､
二
六
号
)
等
は
成
る
可
く
速
に
焼
却
す
る
を
要
す

又
暗
号
書
､
憲
兵
隊
職
月
の
兵

籍
職
月
表
未
処
理
の
経
理
及
庶
務
関
係
書
類
等
は
用
済
み
迄
残
置
せ
ら
れ
皮
特
に
将
来
に
亘
り
保
存
を
可
と
す
る
も
の

(例
へ
ば
左
翼
要

注
意
者
連
名
簿
等
)
は
巧
妙
に
他
に
移
し
お
く
を

一
案
と
す
｣
(憲
秘
稔
第
二
六

一
号
)
と
焼
却
対
象
と
な
る
べ
き
具
体
的
な
文
書
を
伝

え
て
い
た
｡
さ
ら
に
'
敗
戦
後
の
二
〇
日
に
は
'
机

･
抽
斗
の
奥
に
付
着
し
た
も
の
'
焼
却
場
の
焼
け
残
り
'
私
物
に
綴
じ
込
ま
れ
た
も

の
'
私
宅
に
あ
る
書
類

･
手
紙
類
な
ど
に
至
る
ま
で
全
て
を
対
象
と
し
た
検
査
に
よ
っ
て

｢
一
片
の
残
耗
｣
も
残
さ
な
い
よ
う
に
焼
却
の

(2
)

徹
底
化
が
図
ら
れ
た

｡

焼
却
対
象
と
な
っ
た
の
は
'
｢外
事
防
諜
思
想
治
安
等
の
関
係
文
書
｣
÷
国
力
判
断
可
能
の
諸
資
料
｣
･
｢秘
密
歴
史
｣
と
い
っ
た
も
の

が
第

一
で
あ
り
'
｢暗
号
書
｣
÷
兵
籍
職
月
表
｣
･
｢未
処
理
の
経
理
及
庶
務
関
係
書
類
｣
は
用
済
み
と
な
る
ま
で
保
管
'
ま
た
意
外
な
こ

と
に

｢左
翼
要
注
意
者
達
名
籍
｣
な
ど
は
今
後
も
利
用
価
値
が
高
い
と
判
断
さ
れ
て
焼
却
で
は
な
-
秘
匿
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
'
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
実
際
に
行
わ
れ
た
文
書
廃
棄
が

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
｡



(3
)

こ
の
他
'
行
政
官
庁
に
お
い
て
も
地
方
役
場
に
至
る
ま
で
兵
事
関
係
文
書
の
廃
棄
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
公
文
昏
廃
棄
に

関
し
て
は
､
そ
の
廃
棄
対
象
が
軍
事

･
警
察
関
係
が
中
心
で
あ
り
､
す
べ
て
の
公
文
書
が
廃
棄
対
象
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡

ま
た
'
本
稿
で
述
べ
る
植
民
地
お
よ
び
占
領
地
に
お
け
る
公
文
昏
廃
棄
は
戦
場
と
な
っ
た
例
を
除
け
ば
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
､
廃
棄

に
関
す
る
一
次
史
料
と
台
湾
と
韓
国
に
現
存
す
る
旧
総
督
府
文
書
か
ら
考
察
す
る
と
､
実
際
に
は
か
な
り
の
数
の
公
文
書
が
残
さ
れ
て
い

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
政
府
に
よ
っ
て
廃
棄
対
象
と
な
っ
た
公
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が

｢粗
密
文
書
｣
と
し
か
記
録
上
現
れ

て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
は
具
体
的
に
何
が
廃
棄
対
象
と
な
っ
た
の
か
明
確
に
把
捉
し
な
い
ま
ま
'
敗
戦
時
の
公
文
書
廃
棄
を

理
解
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
､
本
稿
で
は
敗
戦
時
に
大
が
か
り
な
公
文
昏
廃
棄
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
植
民
地
お
よ
び
占
領
地
に
お

け
る
実
態
を
対
象
と
L
t
公
文
啓
が
廃
棄
さ
れ
た

一
方
で
ど
の
よ
う
な
公
文
書
が
残
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
､
北
平
総
領
事
館
で
の
文
書

接
収
お
よ
び
台
湾
捻
督
肝
と
朝
鮮
稔
督
府
の
残
存
文
書
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
'
敗
戦
時
の
公
文
昏
廃
棄
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
｡
さ

ら
に
'
そ
の
過
程
の
な
か
で
近
代
日
本
の
官
僚
組
織
に
と
っ
て
公
文
香
の
廃
棄
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
に
つ

(4
)

い
て
も
触
れ
て
ゆ
き
た
い
｡

ま
た
､
本
稿
は
公
文
書
廃
棄
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
い
重
要
な
課
題
を
持
っ
て
い
る
｡

近
年
'
旧
植
民
地

･
占
領
地
に
お
け
る
史
料
発
掘
が
飛
躍
的
に
進
歩
す
る
な
か
で
'
こ
れ
ら
の
地
域
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
が
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
は
か
な
り
の
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
井
村
哲
郎
樹

r
1
9
4
0
年
代
の
東
ア
ジ
ア

‥
文
献
解
超
｣

(ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
'

一
九
九
七
年
)
な
ど
は
朝
鮮

･
台
湾

･
中
国
東
北
に
現
存
す
る
文
書
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
現
在

の
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
到
達
点
で
あ
り
､
韓
国

･
台
湾
で
も
現
地
研
究
者
に
よ
る
各
総
督
府
文
香
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
も
発
表
さ
れ

(5
)

て
い
る
｡

敗
戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

一
〇
八

し
か
し
'
現
状
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
各
地
域
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
情
報
交
換
が
中
心
で
あ
り
､
そ
こ
に
あ
る
史
料
自
体
の

性
格
を
深
-
分
析
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
｡
唯

｢

櫓
山
幸
夫
に
よ
る
台
湾
総
督
府
文
書
研
究
が
総
督
府
文
書
の
構
造
と

(6
)

問
題
点
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る

｡

よ
っ
て
'
今
後
は

｢ど
こ
に
ど
ん
な
史
料
が
あ
る
｣
と
い
っ
た
情

報
で
は
な
-

｢そ
こ
に
残
さ
れ
た
史
料
は
本
来
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
-
､
戦
後
に
ど
の
よ
う
な
形
で
残
さ
れ
た
の
か
｣

と
い
っ
た
史
料
そ
の
も
の
の
構
造
を
よ
り
深
く
分
析
し
た
研
究
が
求
め
ら
れ
て
ゆ
-
べ
き
で
あ
り
､
こ
う
し
た
研
究
は
植
民
地

･
占
領
地

関
係
史
料
に
止
ま
ら
ず
近
現
代
史
料
全
体
に
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
0

以
上
の
課
題
を
踏
ま
え
て
本
箱
で
は
'
ど
の
よ
う
な
文
書
が
ど
う
い
っ
た
形
で
廃
棄
ま
た
は
残
さ
れ
た
の
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
今
後
の
植
民
地

･
占
領
地
関
係
史
科
を
含
め
た
近
現
代
史
料
の
構
造
的
解
明
を
進
め
る
た
め
の
第

一
歩
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

一.
中
国
占
領
地
に
お
け
る
文
書
廃
棄
と
国
民
政
府
の
接
収

1
九
四
五
年
八
月

一
四
日
､
閣
議
に
お
い
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
と
あ
わ
せ
て
機
密
文
書
の
廃
棄
が
決
定
さ
れ
た
O
大
東
亜
省
で
は

こ
れ
に
基
づ
い
て
同
日
付
で
中
国

･
満
洲

･
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
出
先
公
館
に
対
し
'
｢機
密
文
書
'
電
信
符
号
'
暗
号
機
械
ハ
状
況
ニ

(-
)

依
り
遅
滞
ナ
ク
没
却
ス
｣
と
の
訓
令
を
発
し
､
こ
れ
に
基
づ
い
て
在
外
公
館
で
の
機
密
文
書
の
廃
棄
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

こ
の
指
令
の
主
な
宛
先
は
中
国
に
あ
る
大
使
館

･
総
領
事
館

･
領
事
館
で
あ
っ
た
が
'
廃
棄
が
始
ま
る
一
方
で
翌
日
以
降
か
ら
は
中
国

国
民
政
府
に
よ
る
日
本
側
諸
機
関
の
接
収
も
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
｡

ま
ず
'
国
民
政
府
は
谷
正
之
駐
華
大
便
に
対
し
て
接
収
に
関
す
る
備
忘
録
を
通
普
-
(日
時
不
明
)
し
'
谷
大
使
は
三
〇
日
に
本
省
お
よ



び
在
華
各
領
事
館
へ
備
忘
録
の
内
容
を
伝
え
た
｡
備
忘
録
は

｢行
政
組
織
及
日
軍
ノ
扶
植
セ
ル
偽
組
綴
ハ
直
こ
当
該
組
綴
既
有
人
名
財
産

名
簿
公
文
書
証
書
土
地
建
物
器
具
印
倍
ハ
稔
テ
目
録
ヲ
作
成
シ
且
人
月
ヲ
指
定
シ
テ
安
住
ヲ
以
テ
接
収
ヲ
侠
ツ
ヘ
シ
｣
と
い
っ
た
内
容
で

(8
)

あ
り
､
こ
れ
に
基
づ
き
各
領
事
館
で
は
国
民
政
府
へ
の
引
継
準
備
に
取
り
掛
か
っ
た
｡

た
だ

し
､
国
民
政
府
に
よ
る
日
本
側
機
関
の
接
収
の
遅
れ
に
よ
り
､
文
番
の
廃
棄
は
中
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
､
九
月
八
日
に
は
､

警
察
機
関
の
引
揚
に
際
し
て
､
谷
大
使
が
在
華
各
大
使
館
事
務
所
長
へ

｢文
書
簿
冊

(警
察
用
電
信
略
号
ヲ
含
ム
)
等
ハ
本
位
発
大
臣
宛

電
報
第
四
四
号
ノ
趣
旨
こ
則
り
処
分
ス
ル
コ
ト
｣
と
伝
え
て
お
り

(大
臣
宛
電
報
第
四
四
号
の
内
容
及
び
発
送
日
時
は
不
明
)
､
依
然
と

(9
)

し
て
文
書
廃
棄
は
継
続
さ
れ
て
い
た
｡

こ
の
よ
う
に
国
民
政
府
の
接
収
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
た
め
､
多
く
の
公
文
智
は
廃
棄
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
'

実
際
に
は
か
な
-
の
分
量
の
文
書
が
中
国
側
へ
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
'
北
平
総
領
事
館
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ

つヽ
0北

平
総
領
事
館
は
､
国
民
政
府
が
南
京
を
首
都
と
し

(こ
れ
に
よ
っ
て
北
京
が
北
平
と
改
称
さ
れ
る
)
､

一
九
二
九
年
六
月
に
日
本
が

国
民
政
府
を
承
認
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
南
京
に
大
使
館
が
移
さ
れ
る
ま
で
は
大
使
館
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
｡
こ
う
し
た
事
情

か
ら
北
平
総
領
事
館
に
は
､
他
の
領
事
蝕
や
南
京
の
日
本
大
使
飽
以
上
に
清
国
時
代
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
多
-
の
文
書
を
保
管
し
て

い

た
｡

な
お
'
首
都
移
転
に
と
も
な
っ
て
大
使
館
機
能
も
移
動
し
､
文
書
も
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
と
考
え
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
､
後
述

す
る
引
継
文
書
の
目
録
か
ら
､
移
転
前
の
文
書
は
多
く
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
｡
ま
た
､
海
外
に
あ
る
大

使
館
が
所
蔵
す
る
文
香
は
実
際
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
､
こ
の
目
録
は
大
使
館
保
管
文
番
と

(10
)

は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
同
時
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
史
料
で
も
あ
る

｡

敗
戦
と
公
文
番
廃
棄

(加
藤
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

1
1
0

北
平
絵
領
事
館
は
､
敗
戦
か
ら
す
で
に
二
ケ
月
近
-
も
経

っ
た

1
0
月
九
日
に
な
っ
て
国
民
政
府
軍
お
よ
び
米
軍
に
よ
っ
て
事
務
所
と

宿
舎
が
接
収
さ
れ
'
日
本
人
の
出
入
り
が
禁
止
と
な
っ
た
こ
と
で
物
品
の
持
ち
出
し
お
よ
び
廃
棄
は
不
可
能
と
な
っ
た
｡
そ
の
後
､

二

月
下
旬
か
ら
沈
観
鼎
公
使
が
平
津
地
区
接
収
外
交
部
特
派
月
と
し
て
着
任
し
､
総
領
事
館
と
の
間
で
接
収
交
渉
が
開
始
さ
れ
'
接
収
文
書

の
整
理
と
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
な
お
､
両
国
軍
隊
の
管
理
中
は
'
物
品
類
が
相
当
数
亡
失
し
た
が
､
文
書
の
亡
失
は

(〓
)

な
か
っ
た
と
さ
れ
る

｡

引
き
渡
し
の
際
に
日
本
側
が
作
成
し
た

｢平
津
地
区
接
収
外
交
部
特
派
月
在
北
平
日
本
総
領
事
間
接
収
関
係
書
類

文
書
及
裁
判
所
関

係
目
録
｣
は
左
記
の
通
り
｡

1
.
前
日
本
使
領
館
印
章

(二
部
)

二
.
旧
在
北
平
日
本
総
領
事
館
現
有
図
書
本
数

(二
部
)

三
.

旧
北
平
日
本
稔
領
事
館
記
録
日
録

(二
部
)

四
.

旧
在
北
平
日
本
給
領
事
館
裁
判
所
事
務
接
収
目
録

(
一
部
)

こ
の
な
か
で
､
印
章
は
日
本
駐
平
稔
領
事
館
印
章
六
個
と
日
本
大
使
館
印
章
八
個
'
図
書
は
漢
書
二
六
九
九
冊

･
洋
書

一
二
九
二
冊

･

和
書
二
二
六
七
冊
で
あ

っ
た
｡
ま
た
､
裁
判
所
関
係
で
は
､
民
事
関
係
四
四
冊

･
非
訴
訟
関
係

一
二
冊

･
調
停
事
件
関
係
五
六
冊

･
登
記

関
係
三
五
冊

･
庶
務
関
係

(記
録
)
四
八
冊
で
あ
っ
た
｡

(12
)

そ
し
て
､
旧
北
平
日
本
総
領
事
館
記
録
は
'
日
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
件
名
の
み
で
も

二
二
七
五
件
に
の
ぼ
り
､
こ
れ
ら
は
A
門
か
ら

Z
門
ま
で
に
分
類
さ
れ
､
そ
の
内
訳
は
A
門

(政
治

･
外
交
)
五
八
件

･
B
門

(条
約

･
協
定

･
国
際
会
議
)
三

一
件

･
C
門

(軍
事
)

五
件

･
D
門

(司
法

･
警
察
)
二
九
件

･
E
門

(経
済

･
財
政

･
産
業

･
貿
易
)
七

〇
三
件

･
F
門

(交
通

･
通
信
)

1
九

〇
件

･
G
門

(都
市

･
港
湾

･
土
木

･
建
築

･
土
地

･
建
物
)
三
六
件

･
H
門

(東
方
文
化
事
業
)

一
件

･
Ⅰ
門

(文
化

･
宗
教

･
衛
生

･
労
働
及
社



会
問
題
)

一
四
七
件

･
1
門

(移
民

･
旅
券
)

一
六
件

･
K
門

(内
外
人
外
国
在
留

･
旅
行
及
保
護

･
取
締
)
四
一
件

･
L
門

(元
首

･

皇
室

･
箕
勲

･
表
彰

･
儀
礼

･
贈
答
)
四
二
件

･
M
門

(官
制

･
官
職
)
三
九
件

･
N
門

(文
書

･
図
番
)

〓

一件

･
o
門

(会
計
)
二

一
件

･
Z
門

(先
例
及
雑
)
四
件
で
あ
っ
た
｡
な
お
､
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
門
別
分
類
は
一
九
三
〇
年
よ
り
外
務
省
本
省
で
運
用
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
'
外
務
省
で
は
本
省
と
海
外
出
先
機
関
は
同
じ
分
類
方
法
に
よ
っ
て
昏
類
が
並
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
日
録

か
ら
も
窺
え
る
｡

日
録
上
で
最
も
多
い
の
は
E
門
で
あ
り
'
続
い
て
F
門
'
-
門
と
続
く
｡
ま
た
政
治

･
外
交
関
係
の
A
･
B
門
も
以
外
と
残
さ
れ
て
お

り
､
時
代
も
明
治
か
ら
戦
中
期
ま
で
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る
｡

北
平
総
領
事
館
が
所
蔵
し
て
い
た
文
書
の
う
ち
A
門
か
ら
D
門
に
分
類
さ
れ
て
い
た
文
書
は
表
1
の
通
り
｡

な
お
､
華
山
給
領
事
か
ら
の
報
告
書
で
は
'
｢接
収
せ
ら
れ
た
記
録
の
目
録
は

｢
フ
ァ
イ
ル
｣
に
附
せ
ら
れ
た
件
名
で
あ
っ
て
'
そ
の

内
容
中
の
重
要
な
も
の
は
､
本
省
の
命
令
に
よ
っ
て
'
既
に
焼
却
済
の
も
の
で
あ
る
｣
と
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
､

北
平
総
領
事
館
に
お
け
る
文
書
焼
却
は
簿
冊
ご
と
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
､
わ
ざ
わ
ざ
簿
冊
に
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
る
な
か
か
ら
焼
却
対

象
と
な
る
文
書
を
選
び
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
か
な
り
の
分
量
の
北
平
総
領
事
館
文
書
は
中
国
側
へ
引
き
渡
さ
れ
た
が
､
こ
の
文
番
は
そ
の
ま
ま
南
京
へ
移
送
さ
れ

た
の
か
'
北
平
に
残
置
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
り
､
ま
た
後
の
国
共
内
戦
で
大
陸
に
放
置
さ
れ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
､
中
国
側

か
ら
米
国
側
へ
引
き
渡
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
文
昔
の
移
送
に
関
す
る
史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
現
れ
て
い
な
い
｡

一
方
'
文
書
の
引
継
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
五
月
二
六
日
に
日
本
へ
向
け
て
北
平
を
出
発
し
た
総
領
事
館
貝
が

一
部
の
文
事
を
携
帯
し
て

(13
)

い
た
｡
こ
の
文
書
の
移
送
は
中
国
側
の
了
解
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
が
､
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
.

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)



表1 旧北平日本総領事館記録目録

帝国議会関係

日支事変関係

別冊 言者証明

支那政況 (政党結社之部)

支那政況雑纂

別冊 国民党関係 山西之詐 四川之部 山東之部 広東之部 蒙古之部 新題省之部

直門之部 青島之部 藍衣社之部 上海之部

支那政況

別冊 市政浜口之部 市政北平之部

支那改況 (法令之部)

別冊 中華民国臨時政肘法令関係 華北政務委貝会法令関係 地方官制

日支事変関係各国之態度

別冊 米国之部 (一一二) 英国之部 (-～二) 露国之部 (一一二) 中国之態度 (-～

八) 稚之部

各国之態度

日支事変関係

別冊 各国新聞論調 (一一八) 反響上海之部 排El之部 一般一冊 排日北平 (-～二)

排日天津之部 排日上海之部 (一一三) 排El四1日省 排日雑之部

段時政府与華北政調 (一一二) 雑件 (軍律) 軍従事外務省 新中央政権樹立関係

(-～六)

新政府永認問題 棄古連盟自治政府関係 (-～二) 和平運動並交渉 (一一二)

雑之部 (一一二) 支那税関接取関係 (一一五) 支那側枝関二対スル措置関係

支那沿岸封鎖及船舶抑留関係 帝国啓発宣伝関係 (一一三) 日支事変雑件

同支那沿岸封鎖 (-～二)

日支事変関係

別冊 現銀輸送間迅 九ヶ国棟的会読関係 各国中立地帯及安全地帯設置関係 国際連盟関係

支那対外策動関係 日本通信検閲及新聞取締関係 (-～二) 日英間之部 (-～二)

一般外交渉関係 慰問及国防献金関係 外無線通信監督旬報

日支事変関係雑件

日支事変新政権樹立関係 (一一二)

別冊 新民会 (二) 維新政府 (一 ･別公報) 政府連合委員会 (-～二)

第二次欧洲大戦関係一件 (一一三)

別冊 独逸ノ態度 米国ノ態度

大東亜戦争関係

別冊 慰問及国防献金関係

日支事変関係

別冊 新政権樹立関係 新中央政権樹立関係 新国民政庁 臨時政府関係 特務横閑会議

中立地帯関係雑件

東支南満両鉄附属地内行政権問提 (一一三)

附 清洲開埠地免税二閑スル件 済南商埠二在ル外国工場禁止二付テノ省議会電報

間島開埠之部

開埠及商埠地関係経基

長春商埠 書林省城商埠 済南周村維県開埠ノ件

各国居留地関係雑件

上海共同居留地之部 (一一四)

各国居留地関係稚件

別冊 浜口及九江英国居留地 芝宋 天津仏国居留地 天津旧霧国租界 維之部

史
料
館
研
究
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要
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〇
〇
二
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在支独喚租界処分及81界内諸事項ニ閑スル件 (-⊥二)

各国居留地関係雑件

別冊 租界ニ於ケル行政租税並土地剛

度海南島経営関係

施策英国ノ威海衛租借一件 (-

～二)葡国ノ湊門

租借一件公使館区

域関係雑件別冊 行政委月会之部 (-～三) 音察巡描関係 衛生関係 外交団分担金関係 公使

飽区城規則北京電燈会社関係 (大正二年三年)(一一二) 雑之部 一九一〇年以前 一九一

五年-九一六年在留邦人運動場トシテ仏国練兵場使用関係 在留邦人運動場トシテ英国練兵壕任用関係

外交団及公使館区域関係別冊 一九〇六年 一九〇九年 一九一一年 一九

一二年日支事変現地状況別冊 華北一般 (一一一〇) 北平之部 (一一三)

(山東之離)江蘇省 (一一四)日支事変状況別冊 慰霊塔関係 居留民引揚(復帰)及被害並保護取締関係 北平居留

民財産保護申人名表(一一

二)北平之部 迫川之部 (一一四

)北京巽賛会姐扱

現賛会組托資料帝国内政関

係雑件 .別

冊 大政現賛会関係 (一一三)帝国内

政雑恭帝国議会ニ於ケル首相､

外相演説雑装帝国議会関係

祉凝帝国政況雑姓在支帝国専管居留地関係推称

洪口之部 (一一六 .五巻欠) 沙市之部 蘇州之部 杭州

之部各国新政府容

認雑件清洲

国ニ於ケル租地関係維雄西戎間組遼西

開祖米布合併一

件在朝鮮各国居留地及支那専管居留地生理一件日支事変現地状

況別冊 南京之杯 南支之部 広東之

部 河南省之部 重旋之拓 直門之群 山西之部日支通商条約改訂一件 (一一七)

治安強化運動及興亜運動関係別冊 節四

次治安強化運動関係 (教科)(-～三)治安強化運動舛亜運動関係 (

一一四)治安強化運動及興亜運動関係 (約二号)第五次治安弘化運動 北京井ノー

治安強化運動及興亜運動関係 (第-早)第五次治安弛化運動

北京管下同 北京其ノ二

同雑節四号



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

日文事変通州事件

別冊 被害申告書 (一一三) 青島之部 済南之部 邦人被書調査関係

日支事変関係現地状

況別冊 江井省之部 事変ノ発端及経過並現地状況関係 天津之部 上海之部 (-～

五)上海テロ事件(-～二) 蒙頭地方 漠口 .武昌 .九江 .長汐 .宜昌 .蕪湖 .蘇州方面

南京之部日支事変関係別冊 諸証明関係二巻 (二冊)

通信

社関係B門山東問題 (-～七

)山東間趨雑件別冊 通信ニ関スル部 貿易状況ニ閑スJt,詐 気象ニ閑スル部 予

算二間スル部 農技ニ関スル部 電気業ニ閑スル部 会杜及工場ニ関スル部 学校ニ

閑スル部 鉱業ニ閑スル部塩菜ニ関スル部 山東鉄道ニ関スル部 一般事業状況ニ閑スル部 首察ニ関

スル部山東問

題 :別冊山東問題ト米価

山東撤兵問題一件 (-～二)

別冊 撤兵ニ関スル日支間協定文

山東懸案細目協定雑件 (一一五)別冊 一般方針ノ部 屯気業ノ部 農牧ノ部 郵屯ノ部 (-

～二) 郵電ノ部 :海底電線(一一三)郵屯ノ部 :青島 .佐世保海底電

線会議議事録 (-～三) 塩業ノ部 (一一七)塩業ノ部 :塩輸出協定会読議事録 鉱山ノ部 (-～四) 測候所ノ部 (一一二) 学

枚病院ノ部日支

通信問題往電 行政引渡ノ部山東懸案細目協定雑件別冊 青島取引所ノ詐 青島税関及埠頭ノ

部 青島市政ノ部 公有財産ノ部 (-～二) 都市開放ノ部青島警備問題 日本側音寮ノ部 (山東問題)往電 (一

一三) 山東条約実施委月会(山東分

科会)往屯 雑件 :賠償山東懸案細目

協定郵電分科会会議要録山東懸案細目協定塩務分科会会議要

録山東懸案細目協定鉱山分科会会議要録山東懸案細目協定雑件別

冊 各方面請願 (一一二) 各方面請願 :雑之部 (-γ二) 稚之部 (一一二)雑之部 :参考 華府会議山東懸案解決ニ関スル条約文 支那側委月及日本側委

月ニ関スル部山東懸案細El協定会議ニ於ケル郵電分科委月会関係書類山東懸案細目協定第一委月会読事良 :自第-回至第

五十回 同 :自第-回至第五十回参考第二委員会議事録 :自第-回

至第二十一回山東懸案細目協定委員会仮会議録 (一一二)

山東懸案細目協定文青島

佐世保海底電線問題-領事裁判権撤廃問題 (一一十二

)領事裁判権撤廃問題雑纂

:別冊領事裁判権撤廃問題雑纂 :清洲国之部



支那各国間郵便条約雑件

日支郵便条約一件

支那各国間仲裁々判条約雑

妊日支通商条約改訂

一件別冊 小委月余議事録- 法権間視ニ関スル日支専門委月会議事録 会議議事録 (一

一二)日支電信

会談関係日支通商条約 :別冊 :日

支関税協定帝国各国間ノ条約雑件 (J～四) : (日露)(-～二) :別

冊 (白蕗九)蕗活陸路貿易章程改訂

一件 (一一二)条約ニ関ス

ル調査雑件C門支那陸軍海軍関係推称 (十三冊)

在支各国艦屯軍関係雑

件北支駐屯軍関係維装

別冊 演習及見学等 (-～三)

北支虹屯軍関係経基 (六冊)

北

支駐屯軍関係隷件 (二冊)D門在支本邦営業許

可取締関係雑纂 (一一八巻)(三冊)浦洲事件 (連盟調査E1ニ対スル説明

資料)別冊満鉄之部接客業者取締関係阿片 ｢モルヒネ

｣｢コカイン｣取締関係別冊新政府阿片政策雑狂 (浦洲国) 日支連合委月会 殺荘連合委員会政斡 雑築別冊 :本

邦人阿片 ｢モルヒネ｣｢コカ

イン｣取締雑件別冊 本邦人関係阿片関係参考阿片 .モル

ヒネ.コカイン取締関係維恭別冊本邦人之部 (-～四)別冊 奥地居住内鮮人ニ証明杏発給並北京在住鮮人身分証明

関係阿片モルヒネ関係在支帝国領事館没収保管転換関係

刑事犯罪関係雑件文杏偽造関係雑件射伴的事業及行為

雑件金港制度及会審衛門及全容事件雑纂 (上海之部)(-～三)

支那司法制鑑一件浦洲国司法6

.fJ皮-作国際司法戎

判所関係郵便切手及郵便為替券偽造関係雑件

犯罪人引渡

及護送関係推作銃器弾薬共他似先物揮発物輸出入取締雑-

3t別冊護照関係

犯罪人引渡及護送関係雑件

火災関係維

妊弁護士関係一件登記関係 (不動産)登記関係雑件別冊 :南井登記

登記関係雑件会審剛度及会審術門並会審
-
gl作雑狂(-～三)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

1
.
北
平
稔
領
事
館
の
会
計
関
係
の
書
籍
と
文
書

(四
冊
)

二
.
北
平
総
領
事
館
の
譲
渡
関
係
文
書

(二
冊
)

三
.
日
中
当
局
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
公
的
な
書
簡
の
コ
ピ
ー

(二
冊
)

四
.
華
北
に
お
け
る
日
本
人
引
揚
に
関
す
る
報
告
書

(二
冊
)

五
.
華
北
に
お
け
る
凄
収
企
業
の
査
定
目
録

(三
冊
)

六
.
北
平
に
お
け
る
日
系
商
店
と
企
業
の
譲
渡
関
係
文
書
お
よ
び
精
算
な
ら
び
に
他
の
事
業
に
関
す
る
文
書

七
.
天
津
に
お
け
る
日
本
人
財
産
の
譲
渡
関
係
文
書

八
.
内
蒙
古
に
お
け
る
日
本
人
財
産
の
調
査
報
告
書

こ
れ
ら
は
'
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
敗
戦
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
報
告
書
ま
た
は
調
査
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
｡

こ
れ
ら
の
文
書
は
五
つ
の
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
ら
れ
'
六
月
七
日
に
館
月
と
と
も
に
山
口
県
仙
崎
港
に
到
着
し
た
｡
し
か
し
､
山
口
に
進

駐
し
て
い
た
第
六
二
対
敵
諜
報
部
隊
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
'
G
H
Q
内
部
の
A
T
tS
(A
llied
T
ranslator
an
d
lnterp
reter
Sectio
n
)

(_4
)

の
D
ocum
ent
Sect

i
o

n
へ
引
き
渡
さ
れ
た

｡

そ
の
後
､
日
本
側
か
ら
の
返
還
要
求
が
行
わ
れ
た
が

t,最
終
的
に
返
還
さ
れ
た
の
か
そ
の

ま
ま
と
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡

こ
の
他
､
上
海
稔
領
事
館
で
も
会
計
お
よ
び
接
収
関
係
書
類
を
館
月
と
と
も
に
本
国
へ
送
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
も
北
平
稔
領
事
館
と
同

(15
)

じ
よ
う
な
文
書
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡

な
お
､
在
外
公
館
の
閉
鎖
時
に
焼
却
さ
れ
た
機
密
書
類
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
管
見
の

限
り
見
あ
た
ら
な
い
｡
た
だ
し
､

一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
｡



ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
内
戦
に
よ
っ
て

1
九
八
九
年
に
カ
ブ
ー
ル
の
日
本
大
使
館
は
閉
鎖
さ
れ
た
.
こ
の
際
､
｢外
交
機
密
を
守
る
た
め
'

暗
号
機
を
破
壊
し
､
三
日
三
晩
'
焼
却
炉
で
重
要
書
類
を
燃
や
し
続
け
た
｣
と
い
っ
た
内
容
を
元
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
臨
時
代
理
大
使
で
あ

(t6
)

っ
た
平
賀
慶
曙
が
証
言
し
て
お
り
､
こ
の
こ
と
か
ら
敗
戦
時
の
み
で
は
な
く
'
非
常
事
態
に
よ
る
在
外
公
館
閉
銃
の
際
に
は
槻
密
書
類
は

焼
却
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
'
非
常
時
の
際
の
機
密
昏
類
焼
却
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
外
務
省
に
は
あ
り
'
こ

れ
は
戦
前
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
事
例
を
さ
ら
に
解
明
し
て
ゆ
け
ば
外
務
省
に
お
い
て
焼
却

対
象
と
な
る
機
密
書
類
の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

二
.

ソ
連
軍
進
攻
地
域
に
お
け
る
文
書
廃
棄

一
般
的
に
敗
戦
時
に
植
民
地
や
占
領
地
で
徹
底
し
た
文
書
の
廃
棄
が
行
わ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
の
は
'
滴
洲
国
な
ど
の
ソ
連
軍
進
攻
地

域
で
行
わ
れ
た
実
態
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
｡
事
実
'
満
洲
国
内
で
は
､
ソ
連
参
戦
直
後
か
ら
文
審
廃
棄
が
開
始
さ
れ
敗

戦
前
後
の
焼
却
と
敗
戦
後
に
起
き
た
大
規
模
な
略
奪
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
文
啓
が
失
わ
れ
た
O
そ
の
た
め
'
現
在
中
国
東
北
に
あ
る
楢

案
館
で
は
清
洲
国
お
よ
び
在
満
日
本
機
関
に
関
係
す
る
文
書
は
僅
か
し
か
存
在
し
な
い
｡

た
だ

し

'

一
部
の
焼
却
文
書
に
つ
い
て
は
'
戦
後
に
建
設
工
事
な
ど
に
と
も
な
っ
て
偶
然
､
焼
却
文
番
が
掘
り
起
こ
さ
れ
た
例
が
あ
る
｡

例
え
ば

吉
林
省
楢
案
館
に
は
関
東
意
兵
隊
が
敗
戦
時
に
焼
却
L
t
そ
の
ま
ま
地
中
へ
埋
め
た
文
書
が
戦
後
に
発
掘
さ
れ
た
｡
文
書
の
ほ
と

ん
ど
は
焼
却
ま
た
は
長
い
年
月
の
間
地
中
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
破
損
が
ひ
ど
い
が
､
全
く
内
容
を
判
読
で
き
な
い
状
態
と
い
う

(17
)

わ
け
で
は
な
い
｡

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

一
】
八

滴
洲
国
内
で
行
わ
れ
た
文
書
廃
棄
の
実
態
に
つ
い
て
は
'
春
満
大
使
館
書
記
生
で
あ
っ
た
佐
久
間
真
澄
が
清
洲
か
ら
引
揚
げ
て
き
た
後

に
本
省
へ
提
出
し
た
報
告
書

二

九
四
六
年

一
〇
月
八
日
付
)
が
残
さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
が
満
洲
国
内
の
在
外
公
館
で
行
わ
れ
た
公
文
昏

廃
棄
に
関
す
る
現
在
唯

一
の
記
錠
で
あ
る
｡

報
告
書
に
よ
る
と
､
八
月

1
1
日
に
佐
久
間
は
恰
爾
賓
よ
り
新
京
へ
帰
任
し
た
が
'
そ
の
時
に
は
大
使
館
月
総
出
で
関
東
軍
稔
司
令
部

内
大
使
館
庁
舎
お
よ
び
新
京
絵
領
事
館
の
保
管
文
書
の
焼
却
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
､
翌

一
二
日
に
は

｢宮
崎
総
領
事
ノ
命
ヲ
承
ケ

竹
中
書
記
生

･
佐
久
間
書
記
生
ハ
関
東
軍
司
令
部
庁
舎
内

一
般
書
類
ノ
焼
却
状
況
ヲ
調
査
シ
タ
ル
結
果

一
部
焼
却
未
了
ノ
モ
ノ
ア
リ
シ
モ

雨
宮
こ
於
テ
全
部
之
ヲ
焼
却
シ
残
余
ノ
書
類
無
キ
コ
ト
ヲ
確
認
シ
退
庁
セ
リ
'
夕
刻
宮
崎
総
領
事
登
庁
シ
同
様
之
ヲ
確
認
｣
L
t
こ
こ
に

大
使
館
関
係
の
文
書
は
全
て
焼
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
な
お
､
焼
却
の
開
始
日
時
は
不
明
で
あ
る
が
､
新
京
が
戦
場
と
な
る
可
能
性
が
高

ま
っ
た
こ
と
で
関
東
軍
が
在
留
邦
人
の
避
妊
命
令
を
出
し
た

1
0
日
､
も
し
く
は
関
東
軍
紀
司
令
部
が
通
化
へ
移
動
を
始
め
た

1
1
日
か

(18
)

ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

｡

こ
う
し
て
関
東
軍
総
司
令
部
お
よ
び
満
洲
国
皇
帝
薄
儀
の
通
化
へ
の
移
動
の
際
に
在
満
大
使
館
の
文
書
は
ほ
と
ん
ど
焼
却
さ
れ
た
｡
し

か
し
'

一
三
日
に
佐
久
間
が
通
化
へ
の
移
動
の
際
に
､
｢総
領
事
館
庁
舎
ノ
別
棟
旧
警
察
庁
舎
こ
保
管
中
ノ
旧
記
録
力
焼
却
洩
レ
ト
ナ
リ

タ
ル
｣
こ
と
が
判
明
し
た
｡
こ
れ
は

｢当
時
文
書
主
任
タ
リ
シ
藤
井
書
記
生
ハ
応
召
､
其
ノ
他
ノ
係
員
ハ
八
月
十

一
日
平
壌
こ
家
族
卜
共

こ
出
発
シ
タ
ル
ニ
依
り
稔
領
事
館
庁
舎
別
棟
旧
警
察
庁
舎
二
旧
記
録
ヲ
保
管
中
ノ
コ
ト
ヲ
聞
知
ス
ル
者
ナ
カ
リ
シ
等
ノ
事
情
｣
が
原
因
で

あ
っ
た
｡
焼
却
洩
れ
の
文
書
は

｢在
滴
各
領
事
館
閉
館
こ
際
シ
新
京
総
領
事
館
二
引
継
タ
ル
書
類

(間
島
総
領
事
館

･
奉
天

･
安
東
等
南

満
方
面
)
ナ
ル
カ
昭
和
七
年
九
月
以
降
在
満
大
使
館
こ
保
有
ス
ル
書
類
ハ
元
則
ト
シ
テ
之
ヲ
引
継
ガ
ズ
証
明
其
ノ
他
在
留
民
ノ
権
利
義
務

こ
属
ス
ル
書
類
ノ
ミ
ヲ
引
継
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
政
治
其
ノ
他
国
際
関
係
ノ
書
類
無
キ
モ
ノ
｣
で
あ
っ
た
が
､
こ
れ
ら
も

｢在
新
京
総
領

事
館
ハ
停
戦
ノ
詔
書
発
表
卜
共
こ
中
国
人
暴
民
ノ
徹
底
的
掠
奪
二
道
ヒ
之
等
ノ
書
類
ハ
暴
民
ノ
手
こ
移
り
商
品
包
装
紙
等
こ
使
用
セ
ラ
レ



タ
ル
形
跡
｣
が
あ
る
た
め
'
焼
却
洩
れ
文
書
も
敗
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
ほ
ほ
失
わ
れ
た
｡
な
お
'
報
告
雷
の
欄
外
に
は

｢奉
天
総
領
事

館
時
代
の
も
の
に
は
政
治
的
の
も
の
相
当
あ
り
た
る
等
な
り
｣
､
｢間
島
に
は
鮮
人
関
係
の
も
の
多
丑
あ
り
た
る
等
な
り
｣
と
い
っ
た
書
込

(_9
)

が
あ
り
'
外
務
省
本
省
で
は
必
ず
し
も
焼
却
洩
れ
文
書
が
政
治

･
外
交
と
は
無
関
係
な
も
の
の
み
で
は
な
い
と
警
戒
し
て
い
た
｡

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
'

1
九
三
七
年

二

月
の
満
洲
国
治
外
法
権
撤
廃
以
後
に
行
わ
れ
た
在
浦
領
事
館
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
､
こ
れ
ま

で
在
満
各
総
領
事
館

･
領
事
館
が
保
管
し
て
い
た
文
書
の
う
ち
､
原
則
と
し
て
は
証
明
書
な
ど
の
在
留
民
の
権
利
義
務
に
関
係
す
る
文
書

の
み
を
新
京
の
日
本
大
使
館

･
総
領
事
館
が
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
､
外
務
省

(ま
た
は
大
東
亜
省
)
と
し
て
は
政

治

･
外
交
関
係
の
文
書
は
全
て
焼
却
対
象
と
し
て
お
り
'
前
述
し
た
北
平
総
領
事
館
の
事
例
と
は
全
く
異
な
る
対
応
を
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
｡

な
お
'
報
告
書
で
は
他
の
在
満
公
館
に
つ
い
て
､
恰
爾
賓
総
領
事
館
で
は
'
ソ
連
参
戦
直
後
の
八
月

一
〇
日
に
は
す
で
に
総
領
事
以
下

留
学
生
ま
で
動
員
し
て
焼
却
が
行
わ
れ
､
満
洲
里
領
事
館
で
は

｢終
戦
前
ヨ
リ
機
密
文
書
ヲ
存
置
セ
サ
ル
方
針
ニ
シ
テ
右
審
類
ハ
直
チ
ニ

(加
)

恰
爾
賓
又
ハ
新
京
こ
保
管
ヲ
依
頼
シ
居
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
重
要
書
類
こ
シ
テ
押
収
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
シ
｣
と
報
告
さ
れ
て
い
る

｡

在
満
公
館
で
は
こ
の
よ
う
に
'
既
に
日
ソ
開
戦
直
後
か
ら
文
書
の
焼
却
が
始
め
ら
れ
た
の
に
対
し
､
関
東
軍
は
敗
戦
後
の
一
六
日
に
隷

(2t
)

下
各
部
隊
に
対
し
て
停
戦
を
命
じ
る
と
と
も
に
機
密
書
類
の
焼
却
を
指
令
し
て
い
た
｡

1
万
'
満
洲
国
政
府
は
1
1
日
の
関
東
軍
に
よ
る
道
化
へ
の
移
動
通
告
に
従
わ
ず
､
新
京
に
留
ま
っ
て
お
り
､
敗
戦
ま
で
は
目
立
っ
た

動
き
を
行
わ
な
か
っ
た
が
､

1
六
日
に
満
洲
国
首
脳
部
間
で
会
議
が
開
か
れ
､
満
洲
国
が
保
管
す
る
全
て
の
文
智
の
廃
棄
を
決
定
し
､
こ

れ
を
受
け
て
満
洲
国
各
政
府
検
閲
で
ボ
イ
ラ
ー
な
ど
を
使
っ
た
焼
却
処
分
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
で
満
洲
国
政
府
関
係
の
文
番
は
ほ
と
ん
ど

が
失
わ
れ
た
｡
な
お
'
会
議
決
定
前
の
一
一
二

二
日
に
軍
事
部
お
よ
び
宮
内
府
で
は
文
書
の
焼
却
が
行
わ
れ
て
お
り
､
保
安
局
で
も

一

(22
)

五
日
に
各
地
方
保
安
局
に
対
し
て
機
密
文
書
の
廃
棄
を
指
令
し
て
い
た
｡

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)



史
料
虎
研
究
紀
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第
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三
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(二
〇
〇
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年
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二
〇

清
洲
国
以
外
で
も
ソ
連
軍
の
進
攻
地
域
で
は
大
が
か
り
な
文
書
焼
却
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
関
東
州
に
お
い
て
は
現

在
大
連
市
楢
案
館
が
所
蔵
す
る
関
東
州
庁
文
書

(関
東
都
督
府
と
関
東
庁

･
関
東
局
を
含
む
の
か
は
不
明
)
は
二
五
三
巻
に
と
ど
ま
っ
て

B埠
n

お
-
'
内
容
も
雑
多
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

｡

ま
た
､
樺
太
に
お
い
て
も
ソ
連
参
戦
に
よ
っ
て
､
樺
太
庁
内
で
重
要
文
書

･
地
図

･
文
献
の
内
地
移
送
と
そ
の
他
の
文
書
の
焼
却
処
分

へ24
)

が
決
定
さ
れ
た
｡
現
在
国
立
サ
ハ
リ
ン
州
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

二
二
九
六
冊
の
日
本
関
係
文
書
の
う
ち
'
樺
太
庁
関
係
文
書
は
七

3槻
凸

七
五
冊
で
あ
る
｡
内
訳
は
樺
太
庁
長
官
官
房
が
七
四
冊
､
逓
信
課
が
四
八
六
冊
'
豊
原
警
察
署
が
二
一
五
冊
で
あ
る
が

'

長
官
官
房
文
書

が
わ
ず
か
七
四
冊
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
大
半
の
文
書
が
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
｡

三
.

台
湾
お
よ
び
朝
鮮
に
お
け
る
廃
棄
と
引
継

台
湾
で
は
二
〇
月
二
五
日
の
受
降
式
に
よ
っ
て
台
湾
稔
督
府
か
ら
中
華
民
国
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
へ
の
行
政
権
の
委
譲
が
行
わ
れ
た
｡

八
月

一
五
日
か
ら
約
二
ケ
月
弱
の
間
'
台
湾
に
お
い
て
は
台
湾
総
督
府
が
存
続
し
､
国
民
政
府
も
何
ら
具
体
的
な
介
入
を
行
わ
な
か
っ
た

た
め
､
稔
督
府
が
保
管
す
る
文
書
を
廃
棄
す
る
時
間
は
充
分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
実
際
に
は
か
な
-
の
分
量
の
捻
督
府
文

書
が
そ
の
ま
ま
中
華
民
国
へ
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

現
在
､
国
史
飴
台
湾
文
献
館

(旧
名
は
台
湾
省
文
献
委
員
会
｡
二
〇
〇
二
年

一
月
よ
り
国
史
館
へ
吸
収
さ
れ
た
)
が
所
蔵
す
る
台
湾
稔

(26
)

督
府
文
書
は

一
万
三

一
四
七
冊
で
あ
り
､
そ
の
内
訳
は
表
2
の
通
り
で
あ
る
｡

総
督
府
文
書
は
大
き
く
分
け
て
官
房
文
書
課
が
処
理
し
て
い
た
も
の
と
各
部
局
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
っ
た
二
つ
の
文



表 2 台湾捻督府文書一覧表

敗
戦
と
公
文
苔
廃
棄

(加
藤
)

文 沓 名 年 度 冊

数台湾総督府公文類纂 (永久保存) 明治28年～昭和9年

4194臨時台汚土地調査局公文類纂 明治31年～明治3
8年 292台湾総督府公文類纂 (十五年保存) 明治28年～

昭和8年 2916収発件名梓 明治29年

～昭和18年 1(X)7記録件名簿

明治28年～昭和20年 317台湾総督府公文類纂永久保存総

目録 明治29年～昭和20年 79台湾総督府公文頼第十五年保存総目録 明治28年～昭和20年 4

1類別目録 明治28年～昭和20年 247臨時台湾

土地調査局永久保存総目録 明治31年～明治38年 1臨時台

湾土地調査局永久保存進退総目録 明治31年～明治38年 1台北新竹台中嘉義嵐山台東旧県公文類纂稔日録 明治28

年～明治34年 1台北県公文類族 明治

28年～明治34年 218台中県公文類族

明治29年～明治34年 95台南鵜公文朝雄 明治28年～明治34年 162
新竹県公文蛾碁 明治29年～明治31年 4

2台東県公文朝雄 明治30年～明治34年

8鳳山県公文類恭 明治28年～明治31年
22轟義県公文朝雄 明治30年～明治

32年 21台南県沓類総目録 明治28年7-明

治34年 1白南県公文類妊 明

治28年～明治31年 213高等林野調査委員会公文類纂 大正 3年～大正7年 9

1指令番号簿 明治30年～大正3年 7台湾施行法奴 大正 3年

～昭和7年 70進退府議公文蝦筋 大正 5年～昭和10年 297
台湾総督府公文較恭 (永久保存 .来朝綴) 昭和1

0年～昭和20年 2595台湾総督肘公文輔築 (十五年保存 .未鮎綴) 昭和 9年

～昭和20年 309国庫補助 (永久保存)

大正 1年～昭和18年 362税賦課徴

収条例 昭和16年度 1市街庄税賦課故

収条例 昭和16年度～18年度 7州庁税定期調査成紋昏 昭和17年度-18年度 1
土木塙総目録 昭和17年～昭和18年 1
土木局公文類従 明治32年～明治44年 2

2糖務局永久保存総目録 明治

35年～明治42年 1糖妨局公文類妊 明治35年～明治42年
ll官租地-肇限調査

沓 明治34年～明治42年 20土地申告昏 明治3

4年～明治36年 1170土地業主査定名縛 時期不明

74民有大租名寄鵬 時期不明 2

92大租権補償金台帳 時期不明 53予約光波許可 時期不

明 1台河

総督肘公文朝雄 (五年保存) 大正 1年～昭和20年 88台汚総督府公文朝雄 (一年保存)

昭和17年～昭和19年 4難以弁識的楢案 76席拙文昏 10

4白河稔骨相法務部 (課) .会計課参考沓類 明治30-昭和20年 415

計 15950旺 :盤理番号AE(｡致Ltは昭和期の兼好綴文番が
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表
3

台
汚

稔
督
府

に
お

け
る
文
書
取
扱

数

年
文
書
収
受
捻
致
(件

)
処

種
件
数

(件
)

文
書

編
碁

(件
)

廃
棄

(件
)

現

存
(冊

)
明

治
28

年

永
久
5
4
.
15
年
12

29
年

9
34
6

永
久
66

.
15
年
17

30
年

1万
3353

永
久
133

.
15
年
28

3
1年

2
万
3343

永
久
109

.
15
年
35

32
年

2
万
4090

永
久
124

.
15
年
28

33
年

3
万
22

12
永

久
108

.
15
年
28

34
年

4
万
4
166

永
久
127

.
15
年
38

35
年

1
1万

5
182

永
久
95

.
15
年
50

36
年

1
1万

1154
永

久
126

.
15
年
69

37
年

12
万
9
152

明
治
34
-
35

年
分

､
lH
県

引
継

文

昏
永

久
123

.
15
年
50

38
年

16
万
2232

13
万
46
7
1件

明
治
32
-
35

年
分

進
退
原
議

*
^
104

.
15
*
44

39
年

14
万
298

6
13
万
89

19
明
治
36

-
3
7
年
分

､
元

土
地
調
査

局
引
継
文

書
中
未
垢
碁
文
杏

の
稔

日
録

.
人
事

進
退
文

昏
イ
ロ
ハ

寄
セ
総

目
録

､
旧
県

引
継

文
書

明
治
28

-
33

年
分

5
年

保
存
､

旧
県
引
継
文

書
の
一
部

永
久
116

.
15
年
90

40
年

15
万
7950

15
万
4544

明
治
38

年
分

.
旧
県
引
継

文
書

永
久
95

.
15
年
98

4
1年

-
17
万
3765

16
万
7879

明
治
38

-
39

年
分

永
久
87

.
15
年
88

42
年

17
万
666

7
17
万
9357

明
治
39

-
40

年
分

明
治
34

年
分
5
年
保
存

､
明
治
38

-
39

年
分
1

年
保

存
永

久
147

.
15
年
104

43
年

17
万
1043

17
万
44
7

明
治
40

-
4
1年

分
明
治
29

-
36

年
度

王
計

.
会
計

.

税
務

関
係

文
書

の
一
部

,
明
治
29

-
39

年
度
秘
書
課
主

管
人
事

関
係
雑

帳
簿
､
明

治
33

-
37

年
度
督

寮
本
署
会
計

関
係
諸

帳
軌

明
治
29

-
37

年
分
二

門
.
三

門
の
5
年
保
存

.
明

治
4
1年

分
1

年
保

存
永

久
167

.
15
年
78

4
4
年

2
1万

1423
19
万
9230

明
治
4
1-

42
年
分

明
治
3
1-

33
年
度
地

方
税

仕
弘
計
算
書

及
証

想
香

､
明
治
35

年
分
5
年
保
存

､
元
台
北

.
台
南

両
県
文
書
収
発

件
名
簿

､
明
治
4
1年

分
1年

保
存

永
久
14
4
.
15
年
106

4
5
(大

正
元

)午
26

万
4389

25
万
7663

明
治
42

-
43

年
分

永
久
177

.
15
年
146

2
年

27
万
9
16

25
万
1620

明
治
43

-
44

年
分

永
久
125

.
15
年
147

3
年

28
万
8662

27
万
7894

明
治
44

-
45

(大
正

1)
年
分

永
久
129

.
15
年
155

4
年

30
万
9467

･30
万
43

17
明
治
45

(大
正

1)
年

分
(永

久
33
67

[120
明
治



5
年

3
1万

66
11

3
0
万
7577

大
正
2
-
3
年

分
(永

久
340

2
.
15

年
2028

.
5
年
1万

978
.
1年

24
14
)

永
久
163

.
15

年
194

6
年

35
万
3777

3
4
万
5606

明
治
39

-
大

正
3
年

分
追

加
(永

久
7011

.
15
*
4
705

.
5
*
864

)
永

久

138
.
15

年
111

7
年

4
0
万
6740

3
9
万
2600

大
正
2
-
5
年

分
(永

久
1756

9
.
15

年
122

1
.
5
*
29

16)

永
久
133

.
15

年
159

8
年

4
0
万
8
174

37
万
8509

大
正

1-
5
年

分
(永

久
1万

154
0
.
15

年
1万

143
.
5
年
2
万
52

14
.

1
年
8643

)
永

久
96

.
15

年
140

9
年

38
万
958

36
万
6
19
9

大
正
5
-
7
年

分
(永

久
1万

1593
.
15

年
3842

.
5
年
1万

8660
.
1
年
3973

)
永

久
128

.
15

年
150

10
年

33
万
5488

32
万
6064

大
正
5
-
8
年

分
(永

久
976

1
.
15

年
5620

.
5
年
1万

485
1
.
1
年
1950

)

1
万
92

16
(何

年
分

か
は
不

明
､

以
下

同
)

永
久
13
1
.
15

年
183

1
1
年

3
1万

183
7

29
万
9825

大
正
2
-
9
年

分
(永

久
66

15
.
15

年
133

6
.

5
年

1万
4973

.
1
年
87

1)
1万

29
18

永
久
28
7
.
15

年
2
1

12
年

3
1万

350
2
9
万
8326

明
治
32
-

大
正
9
年

分
(永

久
1957

.
15

年
3039

.
5
年
439

1
.
1年

7
149)

1
万
3794

_
永

久
2(泊

.
15

年
46

13
年

30
万
7227

2
9
万
538

7
大

正
4
-

10
年

分
(永

久
90
8
.
15

年
1948

.
5
年
2
万
6245

.
1
年
8980

)
7690

永
久
110

.
15

年
9
1

14
年

3
万
6026

2
万

7285
大

正
9
-
12

年
分

(永
久
7
175

.
15

年
360

1
.
5
年
34
5)

1万
4659

永
久
148

.
15

年
37

15
(昭

和
元

)
午

2
万
6207

2
万
3
12
5

大
正
10

年
分

(永
久

3296
.
15

年
6227

.
1

年
8
17)

永
久
46

.
15

年
19

2
年

6783
5933

編
纂

ナ
シ

永
久
54

.
15

年
14

3
年

5882
496

2
大

正
10
-

1
1
年

分
(永

久
2
138

.
15

年
458

.
5
年
18
19

.
1
年
4041)

1万
40

永
久
13

.
15

年
14

4
年

6362
568

1
大

正
7
-
8
年

分
(5
年
2853

)
1
万

4
156

永
久
16

.
15

年
5

5
年

6592
525

2
糾

音
ナ

シ
永

久
16

.
15

年
8

6
年

64
77

4046
大

正

12
年

分
(永

久
1522

)
永

久
8
.
15

年
3

7
年

3933
3083

大
正
9
-

1
1
年

追
加

お
よ

び
12

年
(永

久
7

17
.
15

年
44
0
.
5
年
2
万
758

)
1
万

5066
永

久
13

.
15

年
1

8
年

4032
376

1
大

正
13

年
分

(永
久
1537

.
15

年
116

1
.
5

年
1万

3
13
1)

2
万
645

永
久
17

.
15

年
5

9
年

4568
3730

大
正
14

年
分

(5
年
1万

1576
)

1
万
3
13
1

永
久
17

.

15
年
63

10
年

4858
3749

大
正

14
年

分
(永

久
1325

.
15

年
554

)
1
万
1576

永
久
4
.
15



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

群



書
が
激
減
し
た
の
は
'
敗
戦
に
よ
る
廃
棄
で
は
な
い
別
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

稔
督
府
文
書
の
な
か
で
明
治

･
大
正
期
の
符
冊
が
多
い
理
由
は
､
地
方
庁
か
ら
の
報
告
畜
類
と
官
吏
の
進
退
に
関
す
る
人
事
関
係
､
さ

ら
に
は
郵
便
業
務
な
ど
の
通
信
関
係
や
道
路
建
設
な
ど
の
土
木
関
係
が
大
半
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
官
僚
組

織
の
巨
大
化
に
と
も
な
っ
て
大
量
に
派
生
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
､
こ
う
し
た
大
畳
の
文
書
を
処
理
す
る
た
め
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
文
書
処
理
の
効
率
化
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

台
湾
総
督
府
で
は
'
大
正
九
年
九
月

一
日
よ
り
地
方
行
政
の
改
革
と
し
て
州
別
が
施
行
さ
れ
た
結
果
､
地
方
長
官
の
権
限
が
拡
大
し
､

(盟
)

委
任
事
項
が
逐
次
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
大
正

一
〇
年
以
後
文
番
畳
が
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(表
3
参
照

)
｡

な

お
'
大
正
九
年
か
ら
文
書
の
収
受
件
数
が
減
少
に
転
じ
て
い
る
が
こ
れ
は
､
内
務
局
新
設
に
よ
る
係
月
交
代
の
た
め
局
長
以
下
の
取
扱
件

リ呪
E

数
中
各
課
直
接
取
扱
分
を
計
上
し
な
か
っ
た
た
め
の
例
外
事
項
で
あ
り
､
実
際
に
は
増
加
し
て
い
た

｡

さ
ら
に
､
大
正

二
二
年

一
二
月
に
台
湾
総
督
府
官
制
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
逓
倍
局
と
土
木
局
が
廃
止
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
あ
わ

せ
て
大
正

一
四
年
か
ら
永
久
保
存
文
書
を
分
類
し
て
い
た
門
類
が
変
更
さ
れ
､
郵
便

･
為
替
貯
金

･
電
信
電
話

･
陸
運
事
業

･
船
舶
海

月

･
灯
台
標
識

･
気
象
な
ど
の
類
か
ら
な
る
通
信

(第
九
円
)
と
道
路
橋
梁

･
河
水
港
湾

･
上
水
下
水

･
埠
別
工
事

･
塩
気
並
瓦
斯
監
督

な
ど
の
類
か
ら
な
る
土
木

(第
十

一
門
)
が
無
く
な
り
､
上
水
下
水
と
埠
酬
工
事
は
内
務

(第
五
円
)
へ
引
き
継
が
れ
た
が
'
そ
れ
以
外

(訓
)

の
門
類
名
は
消
滅
し
た

｡

そ
し
て
'
こ
れ
ら
消
滅
し
た
門
類
に
関
係
す
る
文
書
は
各
部
局
か
地
方
庁
に
お
い
て
処
理
ま
た
は
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
.
ま
た
､

こ
れ
ま
で

｢永
久
進
退
｣
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
い
た
人
事
関
係
苔
類
が
昭
和
二
年
か
ら
無
く
な
っ
て
お
り
､
こ
う
し
た
人
串
関
係
沓
瑞
も

永
久
保
存
文
書
と
は
別
の
か
た
ち
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
大
正
後
期
か
ら
の
一
連
の
機
構
改
革
に
伴
っ
て
､
地
方
庁
や
各
部
局
の
文
書
管
理
業
務
が
拡
大
し
､
そ
の
一
方
で
官
房
文

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)

1
二
五



史
料
飴
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

書
課
が
処
理
す
る
文
書
量
が
減
っ
た
こ
と
が
昭
和
期
の
文
書
の
減
少
し
た
理
由
で
あ
る
｡

ま
た
､
昭
和
期
は
昭
和
九
年
ま
で
編
綴
さ
れ
て
い
た
が
'
そ
れ
以
降
は

1
件

1
件
の
文
書
が
未
編
級
の
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
'
こ
れ
ら

の
文
書
は
各
円
類
が
全
て
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
相
当
の
欠
落
が
あ
る
｡
理
由
と
し
て
は
'
敗
戦
時
の
廃
棄
処
分
も
考
え
ら
れ
る

が
､
各
部
局
保
管
分
の
う
ち
で
永
久
保
存
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
文
書
が
文
昏
課
へ
回
さ
れ
る
前
に
敗
戦
と
な
り
'
霜
綴
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
に
そ
の
後
散
逸
し
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
る
｡

な
お
'
台
湾
総
督
府
文
書
の
中
身
は
原
議
文
書
が
中
心
で
あ
っ
て
'
政
策
決
定
過
程
を
窺
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
こ
れ
は
'
国

立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
公
文
類
衆
な
ど
と
同
じ
構
造
で
あ
り
､
日
本
の
官
僚
制
皮
に
お
け
る
原
議
文
書
の
重
要
性
を
端
的
に
表
し
て
い

(3t
)

る
一
例
と
い
え
よ
う
｡

こ
れ
に
対
し
'
政
策
決
定
過
程
が
窺
え
る
よ
う
な
文
書
は
各
部
局
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
文
書
は
､
敗
戦
後

に
総
督
府
側
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
､
大
半
が
中
華
民
国
へ
引
き
渡
さ
れ
た
｡
し
か
し
'
そ
の
後
台
湾
省
政
府
が
台
北
か
ら

現
在
の
南
投
県
中
興
新
村
へ
政
府
機
能
を
移
転
す
る
際
に
廃
棄
さ
れ
た
た
め
'
現
在
で
は
そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

(32
)

を
窺
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡

ま
た
'
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
総
督
府
文
書
の
特
徴
は
'
｢永
久
保
存
｣
文
書
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
永
久
保
存
文
書
は
前
述
し

た
よ
う
に
原
議
文
書
が
中
心
で
あ
る
が
'
こ
の
他
に
総
督
府
文
書
は

｢十
五
年
保
存
｣
･
｢五
年
保
存
｣
･
｢
一
年
保
存
｣
と
い
っ
た
保
存
期

限
を
示
し
た
文
書
群
が
存
在
す
る
｡
こ
れ
ら
の
文
書
群
は
総
督
府
側
か
ら
す
れ
ば
､
永
久
保
存
よ
り
も
重
要
度
が
低
い
と
位
置
づ
け
て
い

る
が
'
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
研
究
者
に
と
っ
て
も
重
要
度
が
低
い
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
｡

総
督
府
が
あ
る
文
書
を
永
久
保
存
文
書
と
す
る
か
そ
れ
以
外
の
期
間
を
限
定
し
た
保
存
文
首
と
す
る
か
の
基
準
を
定
め
た
文
書
保
存
等

3珊
E

に
関
す
る
規
程
は
制
定
さ
れ
て
は
い
た
が

､

現
存
す
る
十
五
年
保
存

･
五
年
保
存

･
1
年
保
存
文
書
は
'
永
久
保
存
文
書
に
も
あ
る
鉱
山



採
掘
の
権
利
関
係
や
辛
亥
革
命
中
の
華
南
地
方
の
情
勢
報
告
'
匪
賊
討
伐
関
係
'
戦
時
刑
法
の
適
用
事
例
'
大
戦
末
期
の
伝
染
病
予
防
施

設
建
設
､
学
校
建
設
関
係
な
ど
雑
多
な
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
'
五
年
保
存
お
よ
び

一
年
保
存
文
書
の
残
数
が
少
な
い
た
め
､

そ
れ
ぞ
れ
の
保
存
年
限
に
対
応
す
る
具
体
的
な
傾
向
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
困
姓
で
あ
る
｡

ま
た
､
十
五
年
保
存
文
書
は
か
な
り
の
量
が
残
存
し
て
い
る
が
t
か
な
ら
ず
L
も
昭
和
二
〇
年
か
ら
遡
っ
て
一
五
年
前
の
分
ま
で
し
か

存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
､
明
治
期
の
も
の
も
あ
る
｡
こ
れ
は
'
各
部
局
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
か
､
保
管
庫
に
そ
の
ま
ま
残
置
さ
れ
て

い
た
た
め
に
残
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
ま
た
､
五
年
保
存
文
書
の
な
か
に
も
大
正
期
の
文
香
も
あ
り
､
こ
れ
も
同
じ
よ
う
な
理
由
か

ら
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
五
年
保
存

･
一
年
保
存
文
書
は
基
本
的
に
は
大
戦
末
期
の
文
書
で
あ
り
､
歴
史
学
研
究
の
上
か
ら

見
る
と
重
要
な
文
書
が
存
在
し
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
ら
の
文
書
は
保
存
期
限
が
あ
る
た
め
'
そ
も
そ
も
敗
戦
と
は
無
関
係
に
い
つ
か
は
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

ま
た
､
現
存
す
る
総
督
府
文
書
の
な
か
に
人
事
関
係
が
多
く
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
総
督
府
に
と
っ
て
官
吏
の
人
事
記
緑
が
い
か

に
大
切
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
こ
と
を
如
実
に
現
し
て
い
る
事
例
が
､
敗
戦
後
に
総
督
府
が
日
本
国
内
へ

発
送
し
た
文
書
類
か
ら
窺
え
る
｡

国
民
政
府
に
よ
る
台
湾
の
接
収
が
完
了
し
た
後
'
台
湾
地
区
日
本
官
兵
書
後
連
絡
部

(元
総
督
府
お
よ
び
台
湾
軍
)
は
本
国
引
損
に
際

し
て
､
日
本
国
内
で
必
要
と
な
る
行
李
二
八
個
に
入
っ
た

｢元
総
督
府
関
係
官
公
吏
履
歴
書
其
ノ
他
人
事
関
係
昏
類
｣
お
よ
び

｢台
湾
省

接
管
関
係
書
類
｣
を
国
内
の
台
湾
総
督
府
残
務
整
理
事
務
所
宛
に
送
付
し
た
｡
し
か
し
､
こ
の
時
期
国
内
へ
の
直
接
送
付
は
不
可
能
で
あ

っ
た
た
め
'
ま
ず
中
国
側
に
よ
る
内
容
検
閲
を
受
け
た
の
ち
の
一
九
四
六
年
四
月
六
日
に
中
華
民
国
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
日
僑
管
理
委

月
会
へ
引
き
渡
し
た
｡
こ
れ
ら
の
書
類
は
そ
の
後
､

一
〇
日
頃
に
在
台
湾
米
軍
へ
引
き
渡
さ
れ
､
上
海
経
由
で
東
京
の
連
合
軍
総
司
令
部

敗
戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)

二
一七



表4 ATIS到着文書リスト (原本は英文)

1 各地方の稔督辞職月の名簿 .稔骨相職月の勤務評定書

2 総督府職員の個人

履歴3 稔督府職員に関す

る記緑 ,4 基隆州職員および軽ヨ削こ関する雑

多な行政文書5

台湾鉄道耽月名簿6 台北州学校数磯貝名簿 .恩給者関

係書類 .個人履歴日録7 台湾鉄道敬月の個人履歴

8 総督肘磯貝の個人履

歴9 台北州職員の個人

履歴10 総督府職員の個人履歴ll 基隆州および台東州庁職

員の個人履歴12 高雄州磯

貝の個人履歴13 台湾

稔督府職月の個人履歴14 新竹州職月の個人履歴

15 台南州磯貝の個人履歴

16 台中州職月の個人履

歴17 台中州磯貝の個

人履歴18 台北州境BLの個人履歴

19 台北州耽月の個人履

歴20 通信局下級職月の個人履歴

21 欠22 専売局耽貝の個人履

歴23 恩給給付のための個人履歴24 欠

25 財産補償ための必要資料

26 欠

27 台湾統治概要作成資料 (中

国側へ提出したもの)■28 彰化市職員に関する市役所記録 未着文書リスト1

履歴昏 (14冊)-行李 1個2 米国側の要求によって捷出した調査報告控 (2冊)...2

.3.4あわせて行李 1個3 中国側へ捷出した台汚統治概要 (7冊)4 日本における財産補償のために必要な資料 (2冊)

5 中国側へ連出した台汚統治概要作成資

料 (1冊)-5.6.7あわせて行李 1個6 備忘録によって碇出した

調査報告書控 (2冊)7 善後連絡部行政部

門接収顛末書類 (1冊)8 中国側に捷出し

た統治概要 (13冊)-8.9.10あわせて行李 1個9 中国側へ捷出した台

湾空襲被害状況 (4冊)10 中国側へ碇出した台湾島勢

要覧 (20冊)ll 中国側に対する接収交替書控 (本府)(2冊)-ll.12あわせて行李 1個12 台湾統治概要作成に関する法令上の参考資料 (1冊)
.
13中国に対する凄収交替書控



】矧
E

へ
送
ら
れ
た
｡

東
京
に
着
い
た
文
書
は
t
A
T
I
S
で
の
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
､
東
京
の
台
湾
総
督
府
残
務
整
理
事
務
所
へ
届
け
ら
れ
た

(連
合
軍
総
司

令
部
か
ら
残
務
整
理
事
務
所
の
元
に
送
ら
れ
る
ま
で
に
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
ま
た
は
外
務
省
を
経
由
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
そ
の
点
は

不
明
)0

善
後
連
絡
部
が
本
国
へ
送
付
し
た
文
書
の
細
目
は
A
T
I
S
に
届
い
た
も
の
お
よ
び
八
月

二
二
日
時
点
で
未
着
の
も
の
と
し
て
は
表
4

(35
)

の
通
り
で
あ
っ
た
｡
な
お
､
未
着
文
書
が
最
終
的
に
残
務
整
理
事
務
所
へ
届
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
｡

右
記
の
文
書
の
特
徴
と
し
て
は
､
台
湾
統
治
に
関
す
る
総
括
的
な
報
告
書
関
係
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
人
事
関
係
畜
類
で
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
総
督
府
官
吏
が
内
地
へ
引
揚
げ
た
後
に
再
び
他
の
省
庁
の
官
吏
と
し
て
再
出
発
す
る
か
'
ま
た
は
恩
給
受
給
の
際

に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
人
事

(総
督
府
官
吏
の
履
歴
)
と
結
果

(台
湾
統
治
の
総
括
的
な
報
告
杏
)

(誕
)

が
全
て
で
あ
る
と
い
う
総
督
府
を
含
め
た
官
僚
組
級
に
お
け
る
公
文
香
の
大
き
な
特
徴
を
端
的
に
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

｡

植
民
地
文
書
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
台
湾
総
督
府
の
他
に
､
朝
鮮
総
督
府
文
番
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
現
存
し
て

お
り
'
両
者
の
形
態
を
比
較
す
る
こ
と
で
植
民
地
文
書
の
特
徴
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

朝
鮮
総
督
府
文
書

(韓
国
統
監
府
文
書
の
一
部
を
含
む
)
は
'
現
在
韓
国
の
政
府
記
録
保
存
庁
に
お
い
て
二
万
四
三
七
七
巻
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
｡
そ
の
内
訳
は
総
督
府
文
書
庫
か
ら
の
移
管
分
が
一
万
四
〇
七
二
巻
､
韓
国
政
府
機
関
か
ら
の
移
管
分

(お
そ
ら
-
現
用
文
書

(37
)

と
し
て
総
督
府
各
部
局
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
)
が
九

一
九
二
巻
､
韓
国
地
方
行
政
機
関
か
ら
の
移
管
分
が

一
二

三
巻
で
あ
る
｡

朝
鮮
で
は
､
八
月

一
五
日
正
午
の
玉
音
放
送
後
に
阿
部
信
行
朝
鮮
総
督
が
総
督
府
官
吏

一
同
に
対
し
て
諭
告
を
行
い
､
そ
の
直
後
か
ら

U控
E

行
政
機
関
で
の
重
要
書
類
の
焼
却
が
始
ま
っ
た

｡

京
城
で
米
軍
と
の
間
に
行
わ
れ
た
降
伏
文
昏
調
印
式
は
九
月
九
日
で
あ
っ
た
の
で

(た

だ
し
､
六
日
に
は
米
軍
側
先
遣
使
節
が
京
城
に
入
っ
て
い
た
)
､
文
啓
を
焼
却
す
る
に
は
充
分
な
時
間
が
あ
っ
た
｡

敗
戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)



史
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し
か
し
､
残
存
数
で
見
る
と
台
湾
総
督
府
文
書
よ
り
も

一
万
巻
以
上
も
多
い
｡
朝
鮮
総
督
府
の
行
政
機
関
と
し
て
の
規
模
は
台
湾
総
督

府
よ
り
も
大
き
か
っ
た
が
'
統
治
機
関
は
台
湾
総
督
府
の
方
が
長
く
'
ま
た
台
湾
稔
督
府
文
書
に
は
未
編
綴
の
文
書
も
数
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
'
さ
ら
に
は
朝
鮮
戦
争
の
影
響
な
ど
を
考
え
れ
ば
決
し
て
少
な
い
量
で
は
な
い
｡

な
お
､
朝
鮮
稔
督
府
文
書
は
'
現
物
が
閲
覧
で
き
ず
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
の
み
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
た
め
'
そ
の
全
体
像
を
把
握
す

る
の
は
容
易
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
目
録
お
よ
び
筆
者
が
見
た
文
書
の
範
囲
か
ら
推
測
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
｡

朝
鮮
稔
督
府
文
書
の
形
態
と
台
湾
稔
督
府
文
書
の
そ
れ
と
の
最
大
の
相
違
点
は
'
台
湾
総
督
府
文
書
が
各
年
ご
と
編
綴
さ
れ
門
類
別
に

分
類
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
朝
鮮
稔
督
文
書
は
件
名
ご
と
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
｡
ま
た
'
台
湾
総
督
府
文
書
は
官

房
文
書
課
で
将
綴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
朝
鮮
総
督
府
文
書
は
各
部
局
で
編
綴
さ
れ
た
う
え
で
稔
督
府
文
書
庫
へ
移
管
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
大
き
く
異
な
る
｡

ま
た
'
朝
鮮
総
督
府
文
書
で
は
昭
和
期
の
文
書
が
多
-
残
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
編
綴
作
業
に
時
間
の
か
か
る
年
次
別
の
そ
れ
よ
り

も
件
名
ご
と
の
場
合
は
短
期
間
に
編
級
が
容
易
で
あ
-
'
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
あ
っ
た
場
合
は
散
逸
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
文
書
が
残
存
し

た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
他
'
文
書
の
中
身
に
関
し
て
は
村
上
前
掲
論
文
で
詳
し
-
分
析
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
に
よ
る
と
総
督
府
文
書
庫
か
ら
の
移
管
分

で
は
水
利
組
合

･
土
木

･
土
地
改
良

･
林
政

･
地
方
行
政

･
鉱
務
'
韓
国
行
政
機
関
か
ら
の
移
管
分
で
は
教
育

･
法
務

･
内
務
関
係
の
文

(刃
)

書
が
大
半
を
占
め
て
い
る

｡

村
上
論
文
で
は
､
こ
う
し
た
傾
向
を
朝
鮮
総
督
府
文
書
の
特
徴
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
お
り
､
政
策
決
定
過
程
を
窺
え
る
も
の
が
少
な

い
の
は
敗
戦
時
の
廃
棄
が
原
因
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
前
述
し
た
台
湾
総
督
府
文
書
も
土
地

･
水
利

･
土
木

･
鉱
務

･

人
事
関
係
が
大
半
を
占
め
て
お
-
､
朝
鮮
総
督
肘
文
書
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
現
存
文
書
が
台
湾
と
比
較
し
て
も
決
し



て
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
'
朝
鮮
総
督
府
文
書
も
敗
戦
前
か
ら
同
じ
よ
う
な
割
合
で
構
成
さ
れ
て
お
り
､
敗
戦
後
に
文
番
群
の
中
身

が
大
き
く
変
化
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
'
敗
戦
後
の
文
書
焼
却
は
対
象
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
政
策
決
定
過
程
を
窺
え
る
文
杏
は
､
台
湾
総
督

府
文
書
と
同
じ
よ
う
に
永
久
保
存
で
は
な
く
保
存
年
限
の
あ
る
文
書
と
し
て
敗
戦
前
に
廃
棄
処
分
と
な
っ
て
い
た
か
､
そ
も
そ
も
総
督
府

文
書
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
高
い
｡

朝
鮮
稔
督
府
文
書
は
'
甲
種

(永
久
保
存
)
･
乙
種

(三
〇
年
保
存
)
･
丙
種

(
一
〇
年
保
存
)
･
丁
種

(三
年
保
存
)
･
戊
種

(廃
棄
)

(40)

に
分
類
さ
れ
た
う
え
で
'
戊
種
を
除
い
た
も
の
が
総
督
府
文
書
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
た
｡
た
だ
し
､
現
在
の
記
録
保
存
庁
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
文
書
は
保
存
年
限
別
に
分
類
さ
れ
て
お
ら
ず
'
何
年
保
存
の
文
啓
が
何
点
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
｡
少
な
く
と
も
何
年
保
存
の
文
宙

が
何
点
あ
り
､
朝
鮮
総
督
肝
が
ど
の
よ
う
な
保
存
分
類
を
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
､

一
枚
に
敗
戦
時
の
焼
却

処
分
で
全
て
が
失
わ
れ
た
と
結
論
付
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
｡

お
わ
U
に

公
文
書
廃
棄
の
実
態
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
ソ
連
軍
進
攻
地
域
を
別
と
す
れ
ば
か
な
り
の
分
量
に
の
ぼ
る
文
啓
が

連
合
国
側
へ
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
り
､
満
洲
国
を
は
じ
め
と
す
る
ソ
連
軍
進
攻
地
域
で
の
文
昏
廃
棄
は
特
殊
事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
｡

ま
た
､
公
文
書
の
作
成

･
保
管

･
廃
棄
は
す
べ
て
官
吏
が
行
っ
て
い
た
の
で
あ
-
､
彼
等
が
重
要
と
見
な
し
て
い
た
文
書
と
後
世
の
研

敗
戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)
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究
者
が
重
要
と
見
な
し
て
い
る
文
書
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
'
公
文
書
は
半
永
久
的
に
蓄
積
さ
れ
続
け
る
の
で
は
な
-
､
あ
る
時

点
で
廃
棄
さ
れ
る
と
い
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
官
吏
た
ち
に
と
っ
て

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
文
書
は
あ
-
ま
で
も
現
用
文
書
な
の
で
あ
っ
て
'
歴
史
史
料
な
の
で
は
な
い
｡
従
っ
て
必
要
な
文
書
は
法
令

･
規

則
と
い
っ
た
行
政
を
遂
行
す
る
う
え
で
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
､
土
地
や
水
利
と
い
っ
た
権
利
の
移
転
関
係
な
ど
直
接
住
民
生

活
に
関
係
す
る
も
の
､
人
事
記
録
と
い
っ
た
彼
等
自
身
の
昇
進

･
恩
給
に
必
要
な
も
の
が
最
も
重
要
な
文
書
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
あ

る
物
事
や
法
令
が
決
定
し
た
以
上
は
そ
の
決
定
し
た
も
の
の
み
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
は
永
久
保
存
の
対
象
と
な
っ
た
｡
し
か
し
､

そ
れ
が
決
定
に
至
る
過
程
で
生
成
し
た
文
書
'
例
え
ば
会
議
録
や
意
見
書

･
調
査
報
告
書
な
ど
の
類
は
不
要
な
も
の
で
し
か
な
く
'
あ
る

一
定
の
年
限
を
過
ぎ
れ
ば
自
動
的
に
廃
棄
処
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
ゆ
え
に
､
歴
史
研
究
者
が
重
要
と
考
え
て
い
る
政
策

決
定
過
程
に
関
す
る
文
書
は
そ
も
そ
も
官
庁
の
文
書
管
理
上
不
要
な
部
類
に
属
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
､
敗
戦
と
は
無
関
係

(41
)

に
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
植
民
地
に
つ
い
て
い
え
ば
'
文
書
そ
の
も
の
の
構
造
解
明
と
同
時
に
'
行
政
機
関
と
し
て
の
性
格
も
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
｡

そ
れ
は
'

一
つ
の
植
民
地
行
政
機
関
内
で
す
べ
て
の
政
策
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
も
植
民
地
行
政
機
関
は

一
つ
の

行
政
機
関
で
あ
り
､
政
策
の
決
定
過
程
に
は
複
数
の
機
関
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

具
体
的
に
は
､
植
民
地
行
政
機
関
は
東
京
と
の
連
絡
機
関
と
し
て
東
京
事
務
所

(台
湾
稔
督
府
お
よ
び
南
洋
庁
は
東
京
出
張
所
)
を
置

い
て
お
り
､
政
府
機
関
や
帝
国
議
会
と
の
連
絡
に
当
た
ら
せ
て
い
た
｡
ま
た
'
植
民
地
長
官
は
内
閣
の
閣
僚
で
は
な
い
た
め
､
拓
務
省

(そ
れ
以
前
は
拓
殖
務
省

･
拓
殖
局

･
内
閣
拓
殖
局

･
拓
殖
事
務
局
'
拓
務
省
設
置
前
の
一
時
期
お
よ
び
拓
務
省
廃
止
後
は
内
務
省
)
が

植
民
地
行
政
の
責
任
官
庁
と
し
て
内
閣
に
参
画
し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
､
植
民
地
関
係
の
公
文
書
は
､
少
な
く
と
も
現
地
行

政
機
関

･
東
京
事
務
所

･
植
民
地
中
央
統
轄
機
関
の
三
機
関
の
文
書
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
お
り
､
こ
れ
ら
を



1
体
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
､
さ
ら
に
は
内
閣
や
帝
国
議
会
の
文
事
を
繋
ぎ
合
わ
さ
な
け
れ
ば
具
体
的
な
政
策
の
決
定
過
程
は
わ
か
ら
な

(42
)

い
の
で
あ
る
｡

よ
っ
て
､

一
つ
の
機
関
に
重
要
な
文
番
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て
､
｢残
存
文
書
の
分
畳
か
ら
推
し
て
､
敗
戦
直
前
時
に
比
し
て
相
当
数

の
文
書
が
紛
失
し
た
､
ま
た
総
督
府
が
焼
却
す
る
必
要
が
あ
っ
た
秘
密
資
料
は
相
当
部
分
消
失
し
た
t
と
推
定
さ
れ
る
｡
後
者
の
理
由
に

よ
っ
て
か
'
全
体
と
し
て
総
督
府
の
基
本
政
策
に
関
わ
る
も
の
､
と
く
に
そ
の
政
策
決
定
過
程
を
知
-
う
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ

(43
)

れ
る
｡
敗
戦
時
の
総
督
府
に
よ
る
焼
却

･
処
分
が
そ
の
最
大
の
原
因
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
｣
と
い
っ
た
結
論
を
単
純
に
や
き
出
す

べ
き
で
は
な
く
､
残
さ
れ
た
文
書
の
構
造
と
国
内
諸
機
関
と
の
関
連
性
を
分
析
す
る
な
か
で
植
民
地
行
政
機
関
に
お
け
る
公
文
番
の
特
徴

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
先
決
な
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
'
政
策
決
定
過
程
を
窺
え
る
史
料
は
必
ず
公
的
機
関
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
注
意
が
必
要
で
あ
り
'
日
本
の
場
合
に
つ
い

て
言
え
ば
'
公
文
書
と
し
て
で
は
な
く
私
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

日
本
の
近
現
代
文
書
の
特
徴
は
､
公
私
の
境
界
が
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
あ
る
官
僚
が
あ
る
役
職
に
就
い
て
い
た
時

期
に
生
成
し
た
文
書
は
､
本
来
は
公
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
決
裁
文
事
な
ど
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
個
人
の
手

許
に
残
さ
れ
､
本
人
が
そ
の
役
職
を
耽
れ
る
際
に
後
任
者
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
は
な
-
､
私
物
と
し
て
本
人
と
共
に
移
動
す
る
こ
と
に

な
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
本
来
は
公
文
書
で
あ
る
べ
き
も
の
が
私
文
啓
と
し
て
保
管
さ
れ
､
本
人
の
死
後
私
文
書
と
し
て
発
見
さ
れ
る
ケ

ー
ス
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
う
し
た
私
文
香
は
'
本
来
の
純
粋
な
私
文
書
で
あ
る
日
記
や
香
楠
と
本
来
は
公
文
雷
で
あ

っ
た
も
の
と
で
構
成
さ
れ
'
こ
の
な
か
に
歴
史
研
究
者
が
重
要
と
見
な
し
て
い
る
文
書
が
多
-
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
滴
洲
国
関
係
の
公
文
書
は
前
述
し
た
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
｡
し
か
し
､
｢石
原
莞
耐
文
沓
｣
や

｢片
倉
衷
文
書
｣
'

｢美
濃
部
洋
次
文
書
｣
な
ど
と
い
っ
た
清
洲
国
関
係
者
の
文
書
が
国
内
に
か
な
り
存
在
し
､
こ
う
い
っ
た
文
書
を
使
っ
て
満
洲
国
の
実
体

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)
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解
明
が
行
わ
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
は
本
来
の
公
文
書
を
多
量
に
含
ん
だ
私
文
書
な
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
筆
者
が
調
査
し
た

｢堤
康
次
郎
文
書
｣
に
は
'
堤
が
拓
務
政
務
次
官
時
代
の
拓
務
省
関
係
文
書
が
存
在
し
'
そ
の
な
か
に
は
朝

鮮
稔
督
府
な
ど
の
植
民
地
行
政
機
関
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
年
次
報
告
書
で
あ
る

｢帝
国
議
会
説
明
資
料
｣
(｢答
弁
資
料
｣
･
｢参
考
資
料
｣

を
含
む
)
が
大
量
に
残
さ
れ
て
い
た
｡
帝
国
議
会
で
の
予
算
審
議
な
ど
に
必
要
な

｢帝
国
議
会
説
明
資
料
｣
は
そ
の
年
に
植
民
地
に
お
い

て
何
が
行
わ
れ
た
の
か
を
知
る
う
え
で
最
も
重
要
な
史
料
で
あ
-
､
朝
鮮
総
督
府
に
つ
い
て
い
え
ば
'
朝
鮮
稔
督

･
政
務
総
監

･
拓
務
大

臣

･
拓
務
政
務
次
官

･
拓
務
次
官
な
ど
の
限
ら
れ
た
人
物
に
し
か
配
布
さ
れ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
に
極
め
て
秘
密
性
が
高
い

(41
)

史
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
個
人
の
私
文
書
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

｡

以
上
の
よ
う
な
日
本
の
近
現
代
文
書
の
特
徴
を
踏
ま
え
'
文
書
群
の
構
造
を
把
握
し
て
お
か
な
い
と
'
公
文
書
の
み
を
見
て
重
要
な
文

書
は
敗
戦
時
に
す
べ
て
廃
棄
さ
れ
た
と
い
っ
た
安
易
な
結
論
に
陥
り
が
ち
と
な
り
'
国
内
の
私
文
書
の
発
掘
を
蔑
ろ
と
す
る
結
果
を
招
き

か
ね
な
い

｡

ゆ
え
に
､
近
現
代
史
を
研
究
す
る
う
え
で
は
､
複
数
の
機
関
に
分
散
し
て
い
る
公
文
書
と
私
文
書
の
双
方
を
組
み
合
わ
せ
つ
つ
実
態
を

解
明
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
り
､

一
つ
の
検
閲
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
の
み
で
全
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
常
に
自
覚
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

注(
-

)

一
九
四
七
年
一
月
九
日
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
て
検
察
側
よ
-

提
出
さ
れ
た
第
一
復
員
局
文
昏
課
長
美
山
要
蔵

(敗
戦
前
は
陸
軍

省
高
級
副
官
)
の
証
明
昏

(｢極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録

第

百
四
十
八
号
｣

(
｢極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録

第
一
〇
巻
｣

雄
松
堂
書
店
､
一
九
六
八
年
)
)｡
ま
た
､
こ
の
指
令
は
在
京
部

隊
に
対
し
て
は
電
話
､
そ
の
他
は
電
報
に
よ
っ
て
伝
達
し
､
電
報

お
よ
び
原
稿
は
焼
却
さ
れ
た
｡
陸
海
軍
に
お
け
る
文
書
焼
却
に
つ

い
て
は
'
庶
剛

｢陸
海
軍
文
書
の
焼
却
と
残
存
｣
(r日
本
歴
史
J

第
五
九
八
号
'
一
九
九
八
年
三
月
)
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
､
文



書
の
焼
却
指
令
に
関
し
て
は
関
係
者
の
証
言
と
焼
却
指
令
の
写
し

が
わ
ず
か
に
残
存
す
る
の
み
で
あ
-
､
焼
却
指
令
の
現
物
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
こ
こ
で
紹
介
さ
れ

た
第

1
六
万
両
軍
司
令
部
が
八
月

1
六
日
に
隷
下
部
隊
へ
発
し
た

電
報
写
し
で
は
､
焼
却
対
象
は

｢陸
軍
秘
密
書
類
其
ノ
他
重
要
卜

認
ム
ル
書
類

(原
薄
共
)
｣
で
あ
り
､
独
立
混
成
第

1
二
五
旅
団

の
焼
却
命
令
写
し
で
は

｢機
秘
密
書
類
其
ノ
他
重
要
卜
認
ム
ル
書

類

(原
簿
共
)
｣
と
な
っ
て
お
り
､
機
密
文
香
が
具
体
的
に
は
何

を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
｡
な
お
'
陸
海
軍
各
部
隊
に
ま

で
至
る
文
書
焼
却
は
完
全
に
実
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡

筆
者
の
調
査
し
た
範
囲
で
は
､
例
え
ば
小
倉
歩
兵
第

一
四
連
隊
で

は
連
隊
長
の
判
断
に
よ
っ
て
多
く
の
文
書
が
焼
却
を
免
れ
､
現
在

陸
上
自
衛
隊
小
倉
駐
屯
地
内
の
資
料
朗
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡

(2
)
前
掲

｢極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録

第
百
四
十
八
号
｣
｡

(3
)
地
方
役
場
に
お
け
る
兵
事
関
係
文
書
の
焼
却
に
関
し
て
は
'
黒
田

俊
雄
編

r村
と
戦
争

･
兵
事
係
の
証
言
｣
(桂
書
房
､

1
九
八
八

年
)
に
詳
し
い
｡
こ
の
本
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
富
山
県
東
砺
波
郡

庄
下
村

(当
時

･
現
在
は
砺
波
市
内
)
で
の
事
例
で
は
'
八
月

一

八
日
に
出
町
野
察
署
か
ら
村
役
場
の
兵
事
主
任
に
対
し
て
'
富
山

連
隊
区
司
令
官
か
ら
在
郷
軍
人
名
簿
を
含
む
召
典
徴
発
事
務
関
係

書
類
を

一
九
日
ま
で
に
完
全
焼
却
す
べ
L
と
の
命
令
が
電
話
で
伝

敗
戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)

え
ら
れ
た
｡
ま
た
､
二
七
日
に
は
同
じ
よ
う
に
海
軍
か
ら
海
軍
召

集
準
備
昏
穀
の
焼
却
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に
陸
海
軍

か
ら
の
焼
却
命
令
の
対
象
と
な
っ
た
文
杏
は
召
集
関
係
沓
類
の
み

で
あ
り
､
個
人
の
軍
歴
や
徴
兵
事
務
関
係
､
戦
死
者
関
係
な
ど
の

沓
類
は
対
象
外
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
地
方
の
末
端
で
は
こ
う
し

た
選
別
を
行
う
時
間
的
な
余
裕
も
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
兵
事

関
係
す
べ
て
が
焼
却
さ
れ
た
例
が
多
か
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
｡

た
だ
し
､
こ
の
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
'
戦
後

に
全
国
各
地
で
行
わ
れ
た
町
村
合
併
に
よ
っ
て
旧
役
場
文
書
が
廃

棄
さ
れ
た
事
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
兵
事

関
係
文
啓
が
残
存
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
'
敗
戦
時

の
焼
却
の
他
に
戦
後
の
町
村
合
併
に
よ
っ
て
他
の
行
政
文
昏
と
と

も
に
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ゆ
え
に
､
兵
事
関
係
文
番
が
失
わ
れ
た
理
由
を
短
絡
的
に
敗
戦
時

の
焼
却
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
要
注
意
で
あ
-
'
廃
棄
に
関
し
て

は
よ
り
綿
密
な
考
察
を
行
っ
た
う
え
で
廃
棄
が
い
つ
な
さ
れ
た
の

か
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
｡
な
お
､
地
方
の
兵
事
関
係
文
書
は

完
全
で
は
な
い
が
以
外
と
残
さ
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
｡
例
え
ば

筆
者
が
調
査
に
関
わ
っ
た
愛
知
県
知
多
市
佐
布
里
区
有
文
書
に
は
'

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
兵
串
関
係
文
書
二
九
冊

(兵
事
関
係

の
表
題
が
付
せ
ら
れ
た
も
の
の
み
｡
文
番
の
多
-
は
明
治
期
)
が

二
二
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

残
さ
れ
て
い
た

(こ
れ
ら
の
な
か
で
日
清
戦
争
に
関
係
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
t
r近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
-
戦
争
の
社
会

史
l

(槍
山
幸
夫
編
著
'
雄
山
閣
出
版
､
二
〇
〇
1
年
)
に
お
い

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
)｡
こ
の
よ
う
に
地
方
に
お
い
て
は
兵
事
関

係
文
書
が
実
際
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
残
存
し
て
い
る
と
考

ら
れ
'
今
後
の
調
査
研
究
次
第
で
は
多
く
の
兵
事
関
係
文
書
が
発

掘
さ
れ
る
可
能
性
も
高
い
｡

(4
)
近
代
公
文
書
に
お
け
る
保
存
と
廃
棄
に
つ
い
て
'
行
政
サ
イ
ド
の

価
値
意
識
を
考
察
す
る
重
要
性
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
､
津

田
秀
夫

｢近
代
公
文
青
学
へ
の
模
索
｣
お
よ
び
同

｢近
代
公
文
書

学
成
立
の
基
礎
条
件
-
あ
る
廃
棄
文
書
の
性
格
に
つ
い
て
-
｣

(共
に

r史
料
保
存
と
歴
史
学
L
t
三
省
堂
'

1
九
九
二
年
所
収
)

が
挙
げ
ら
れ
る
｡
た
だ
し
'
こ
こ
で
は
重
要
性
の
指
摘
に
止
ま
っ

て
お
り
'
具
体
的
な
方
法
論
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
｡

(5
)
清
洲
国
関
係
の
文
書
に
関
し
て
は
'
井
村
哲
郎

｢
｢満
洲
国
｣
関

係
資
料
解
題
｣
(山
本
有
造
編

r｢満
洲
国
｣
の
研
究
｣
緑
陰
書
房
'

一
九
九
五
年
)
が
最
も
密
度
の
濃
い
史
料
紹
介
と
な
っ
て
お
り
､

同

｢
1
9
4
0
年
代
の
中
国
東
北
関
係
資
料
｣
(井
村
哲
郎
宙

r
1
9
4
0
年
代
の
東
ア
ジ
ア

‥
文
献
解
題
｣
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
､
7
九
九
七
年
)
で
は
清
洲
国
内
の
文
書
廃
棄
も
含
め
た
内
容

を
紹
介
し
て
い
る
｡
ま
た
'
台
湾
総
督
府
文
書
に
関
し
て
は
'
槍

二
二
六

山
幸
夫

｢台
汚
総
督
府
文
書
の
保
存
状
況
と
将
来
的
課
題
｣
(r地

方
史
研
究
｣
第
二
四
五
号
'

1
九
九
三
年

一
〇
月
)
に
お
い
て
台

汚
稔
督
府
文
章
の
簡
単
な
紹
介
と
'
同

｢台
湾
総
督
府
文
啓
と
日

録
編
纂
に
つ
い
て
｣
(r台
湾
総
督
府
文
書
日
録

第

一
巻
｣
ゆ
ま

に
書
房
､

一
九
九
三
年
)
お
よ
び

｢台
湾
植
民
地
統
治
関
係
史
料

-
台
湾
総
督
府
文
書
を
中
心
に
ー
｣
(同

｢1
9
4
0
年
代
の
東

ア
ジ
ア
｣
)
に
お
い
て
詳
細
な
解
説
お
よ
び
中
層
民
国
へ
の
移
管

経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
'
槍
山
論
文
で
は
､
稔
督

府
文
啓
と
日
本
側
諸
機
関
の
公
文
書

･
私
文
書
を
複
合
し
た
実
証

的
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
り
､
本
論
執
筆
の
上
で
多
-
の

示
唆
を
受
け
た
｡
ま
た
'
朝
鮮
総
督
府
文
書
に
関
し
て
は
､
海
野

福
寿

｢朝
鮮
総
督
府
関
係
資
料
を
発
掘
す
る
｣
(r図
書
館
雑
誌
｣

第
九
〇
巻
第
八
号
'

一
九
九
六
年
八
月
)
で
稔
督
府
文
書
が
紹
介

さ
れ
'
村
上
勝
彦

｢韓
国
所
在
の
朝
鮮
捻
督
府
文
書
｣
(同

r1

9
4
0
年
代
の
東
ア
ジ
ア
】
)
で
は
後
述
す
る
金
論
文
を
基
に
詳

細
な
内
容
と
文
書
を
保
管
し
て
い
る
政
府
記
録
保
存
所

(現
在
は

政
府
記
録
保
存
庁
)
へ
の
移
管
経
緯
'
文
書
の
管
理
方
法
な
ど
に

も
触
れ
て
い
る
｡
樺
太
庁
文
書
に
関
し
て
は
'
柳
下
み
咲

｢門
戸

開
放
2
年
目
の
サ
ハ
リ
ン
を
旅
し
て

一
図
書
飴
と
文
書
銀
を
見
学

す
る
｣
(rび
ぷ
ろ
す
]
第
四
三
巻
第
五
号
'

1
九
九
二
年
五
月
)
､

お
よ
び
佐
藤
京
子

｢サ
ハ
リ
ン
州
の
文
書
館
｣
(｢北
海
道
立
文
書



館
研
究
紀
要
｣
第
八
号
､
一
九
九
三
年
三
月
)
に
お
い
て
国
立
サ

ハ
リ
ン
州
公
文
書
蝕
が
所
蔵
す
る
日
本
関
係
文
番
の
紹
介
が
な
さ

れ
'
小
田
島
和
平

･
矢
野
牧
夫

｢サ
ハ
リ
ン
国
立
文
昏
館
に
お
け

る
日
本
文
献
所
蔵
調
査
｣
(r｢北
の
歴
史

･
文
化
交
流
研
究
事
業
｣

中
間
報
告

1
九
九

一
年
度
J
(北
海
道
開
拓
記
念
館
､
1
九
九

二
年
)
で
は
そ
の
う
ち
豊
原
暫
察
署
関
係
文
書
の
目
録
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
｡
こ
の
他
､
高
橋
益
代

｢
r旧
外
地
｣
行
政
文
書
に
つ

い
て
の
調
査
報
告
｣
(｢記
録
と
資
料
｣
第
七
号
､
一
九
九
六
年

一

〇
月
)
で
は
朝
鮮
･
台
湾
な
ど
旧
植
民
地
関
係
文
雷
に
つ
い
て
の

幅
広
い
内
容
紹
介
を
行
っ
て
い
る
｡
ま
た
'
中
国
東
北
に
現
存
す

る
史
料
な
ど
に
つ
い
て
は
､
毎
年

r近
現
代
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史

研
究
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
I
J
誌
上
で
多
-
の
史
料
情
報
が
寄
稿
さ

れ
て
い
る
｡

1
方
､
台
湾
で
は
王
世
塵
｢介
紹
日
拠
時
期
台
湾
総
督
府
積
案
｣

(r台
湾
文
献
】
第

7
七
巻
第
四
期
､

t
九
六
六
年

〓
1月
)
'
韓

国
で
は
血
生
ゆ

(金
才
浮
)
｢仲
Jti
%
叫
中

空
叩
上
舟
且
旦
i
阜

%
巾
且

73
中
7]小
B
.巾
什

a
卑

位
主
軸
上

(朝
鮮
総
督
府
公

文
書
管
理
制
皮
と
総
務
処

政

好

記
録
保

存
所
日
帝
文
昏
)｣
(r
皿

与
阜
避
止

(歴
史
と
現
実
)｣
第
九
号
､

一
九
九
三
年
六
月
)
が

現
存
す
る
総
督
府
文
書
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
｡敗

戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)

ま
た
､
台
湾
稔
督
府
文
杏
に
つ
い
て
は
､
中
京
大
学
社
会
科
学

研
究
所
好

r台
湾
総
督
肝
文
昏
目
録
｣
節

t
幾
-

(ゆ
ま
に
昏
房
､

一
九
九
三
年
-
)
が
現
在
も
刊
行
中
で
あ
り
'
朝
鮮
総
督
府
文
杏

に
関
し
て
は

r政
府
記
録
保
存
文
酋
日
録
｣
(日
本
統
治
時
代
で

は
総
括
目
録
二
冊
､
索
引
日
録
が
八
冊
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡

(6
)
槍
山
の
研
究
は
前
掲
論
文
の
他
に
'
最
近
で
は

｢台
湾
総
督
肘
文

番
の
世
界
｣
(二
〇
〇
一
年
八
月
に
台
湾
省
文
献
委
月
会
で
開
催

さ
れ
た

｢節
三
回
台
湾
総
督
肘
公
文
類
恭
学
術
検
討
会
｣
で
の
報

告
)
に
お
い
て
､
台
汚
総
督
府
文
昏
の
み
に
依
拠
す
る
研
兜
の
危

う
さ
と
､
日
本
の
各
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
台
湾
総
督
府
関
係
の
公

文
雷
と
私
文
杏
を
活
用
す
る
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
｡

(7
)
｢昭
和
二
〇
年
八
月

一
四
日
東
郷
大
臣
発
電
倍

三
ヶ
国
宣
言
受

諾
に
関
す
る
在
外
現
地
機
関
に
対
す
る
訓
令

(別
電
)｣
(外
交
記

録

｢ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
関
係

一
件

善
後
措
紀
お
よ
び
各
地
状

況
関
係

二

枚
及
雑
件
)
｣
)
｡
な
お
'
こ
の
時
期
の
内
地

･
朝

鮮

･
台
湾
･
樺
太
を
除
い
た
大
東
亜
地
域
に
関
す
る
純
外
交
を
除

い
た
政
務

一
般

(日
系
企
業
の
保
護

･
在
留
邦
人
に
関
す
る
事

務
･
外
交
官
お
よ
び
領
事
官
に
対
す
る
指
揮
監
督
な
ど
)
は
大
東

亜
省
の
管
相
で
あ
り
'
八
月
二
六
日
に
大
東
亜
省
が
魔
止
さ
れ
た

後
は
外
務
省
が
そ
の
業
務
を
引
き
継
い
だ
｡

(8
)
｢
昭
和
二
〇
年
八
月
三
〇
日
谷
大
使
発
重
光
外
務
大
臣
宛
電
信

一
三
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

重
慶
側
ヨ
リ
ノ
凄
収
こ
閑
ス
ル
備
忘
録
通
告
ノ
件
｣
(外
交
記
録

｢ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
関
係

1
件

在
外
公
館

(領
菅
を
含
む
)

の
閉
鎖
讃
収
及
財
産
文
書
の
処
理
引
渡
並
在
本
邦
中
立
国
代
表
と

の
接
触
停
止
関
係

(第
二
巻
)｣)

(9
)
｢昭
和
二
〇
年
九
月
八
日
谷
大
使
発
重
光
外
務
大
臣
宛
電
信

暫

察
横
構
引
揚
二
間
ス
ル
件
｣
(同
右
)｡

(1
)本
論
で
は
北
平
総
領
事
館
を

1
例
と
し
て
扱
っ
た
が
'
在
外
公
館

文
書
の
連
合
国
側
に
よ
る
接
収
は
中
立
国
を
含
め
て
世
界
各
地
で

行
わ
れ
た
｡
敗
戦
後
の
世
界
各
地
で
行
わ
れ
た
連
合
国
に
よ
る
在

外
公
館
文
書
の
接
収
に
つ
い
て
は
別
稲
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
｡
な
お
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
た
日
本
大
使
館

が
戦
前
に
所
蔵
し
て
い
た
文
書
に
つ
い
て
は
､
r平
成
7
/
8
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金

(国
際
学
術
研
究
)
｢在
英
日
本
史
科
の

所
在
と
現
状
に
関
す
る
調
査
｣
研
究
報
告
香
し
(研
究
代
表
者
森

安
彦
'

一
九
九
七
年
三
月
)
'
お
よ
び
渡
辺
浩

一
｢在
英
日
本
史

料
の
所
在
状
況
｣
(r史
料
館
研
究
紀
要
】
第
二
九
号
'
一
九
九
八

年
二
月
)
に
お
い
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
と
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
･
ポ
ド
リ
ア
ン
図
育
館
が
所
蔵
し
て
い
る
駐
英
日
本
大
使

館
旧
蔵
史
料
と
ダ
ー
ラ
ム
大
学
図
古
館
が
所
蔵
す
る
駐
独
日
本
大

使
館
旧
蔵
史
料
に
つ
い
て
の
紹
介
が
あ
る
が
'
大
使
館
員
の
日
記

の
以
外
の
文
書
は
明
治
初
期
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'

二
二
八

P

u
b
lic
R
e
co
rd
O
ffice
に
は
開
戦
直
後
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い

て
イ
ギ
リ
ス

が
行

っ
た
在
外
公
館
文
書
'
お
よ
び
敗
戦
時
の
文
書

接
収

(主
に
在
欧
公
館
)
に
関
す
る
記
録
が
存
在
す
る
｡
文
書
の

リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
､
r平
成
9
-

11
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究

(A
)
(2
)
｢在
欧

日
本
史
科
の
所
在
と
現
状
に
関
す

る
調
査
｣
研
究
報
告
書
j
(研
究
代
表
者
高
木
俊
輔
､
二
〇
〇
〇

年
三
月
､

一
七
二
-

一
七
七
頁
)
'
お
よ
び

｢平
成

11
･
12年
度

科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究

(A
)
(2
)
第

二
次
世界
大

戦
期
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
書
記
録
史
料
の
略
奪
･
廃
棄

･
流
出
等

に
関
す
る
調
査
]
(研
究
代
表
者
安
藤
正
人
､
二
〇
〇
1
年
三
月
､

二
一
-
二
五
頁
)
に
詳
し
い
｡
た
だ
し
'
文
書
の
内
容
は
何
が
接

収
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
具
体
的
な
中
身
に
関
す
る
も
の
で
は
な

く
'
接
収
に
関
す
る
指
令
ま
た
は
報
告
な
ど
が
大
半
で
あ
り
､
詳

細
な
接
収
文
書
日
録
で
は
な
い
｡
な
お
､
P
R
O
所
蔵
の
接
収
関

係
文
書
に
つ
い
て
は
史
料
提
供
を
含
め
て
'
国
文
学
研
究
資
料
館

史
料
館
の
安
藤
正
人
教
授
か
ら
多
く
の
御
教
示
を
得
た
｡

(11
)
｢昭
和
二
十

一
年
八
月
十
六
日

在
北
平
日
本
紀
領
事
館
文
書
関

係
接
収
報
告
書

在
北
平
稔
領
事
華
山
親
裁
｣
(前
掲

｢ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
受
諾
関
係

1
件

在
外
公
館

(領
菅
を
含
む
)
の
閉
鎖
接

収
及
財
産
文
書
の
処
理
引
渡
並
在
本
邦
中
立
国
代
表
と
の
接
触
停

止
関
係

(第
二
巻
)｣)0



(12
)
こ
こ
で
カ
ウ
ン
ト
し
た
も
の
は
大
項
目
の
み
｡
目
録
に
は
大
項
目

の
他
に
別
冊
名
が
付
せ
ら
れ
た
も
の
も
多
く
あ
る
が
'
こ
れ
は
大

項
目
の
サ
ブ
タ
イ
ー
ル
な
の
か
独
立
し
た
沖
冊
な
の
か
不
明
確
で

あ
り
､
ま
た
一
つ
の
大
項
目
に
複
数
の
別
冊
が
付
せ
ら
れ
て
い
る

場
合
は
1
つ
の
別
冊
タ
イ
ト
ル
で
1
薄
冊
か
ど
う
か
も
不
明
な
た

め
件
名
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
な
か
っ
た
｡
ま
た
'
簿
冊
数
は
件
名

数
よ
り
も
か
な
り
多
く
な
る
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
れ
も
日
録
記
載

の
書
式
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
正
確
な
数
は
特
定
で
き
な
か

っ
た
｡

(13
)
｢
一
九
四
六
年
六
月
二
五
日
付
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
よ
り
G
H

Q
総
司
令
部
宛
電
信

(C
.L
b
.N
o.3
1)6
(R
G
))｣
(同
右
)｡
本

文
お
よ
び
目
録
は
英
文
｡

(14
)
同
右
｡
A
T
I

Sの
活

動と
日
本
に
お
け

る
文
昏
接

収
に
つ
い
て

は
'
井
村
哲
郎

｢
G

H
Qに
よ
る
日
本
の
接
収
資
料

と
そ

の
後
｣

お
よ
び

｢
G
H
Q

に
よ
る
日
本
の
接
収
資

料
と
そ
の

後-
2
-
｣

(と
も
に
同
楯

r米
国
議
会
図
書
館
所
蔵

戦
前
期
ア
ジ
ア
関
係

日
本
語
逐
次
刊
行
物
目
録
｣
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
､
一
九
九
五
年

所
収
)
参
照
｡

(1
)
｢
四
月
二
四
日
発
登
集
団
参
謀
長
よ
り
次
官
宛
電
信

(登
参
屯
第

八
〇
〇
号
)｣
(同
右
)
0

(16
)
｢思

い
は
せ
る

r最
後
の
大
使
ヒ

(｢読
売
新
聞
｣
二
〇
〇
一
年

一

敗
戦
と
公
文
書
廃
棄

(加
藤
)

二
月
六
日
)0

(17
)
書
林
省
楢
来
館
が
所
蔵
す
る
関
東
窓
兵
隊
文
香
は
三
六
九
六
番
と

さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
他
に
戦
後
掘
り
出
さ
れ
た
焼
却
文
杏
が
あ
り
'

そ
の
1
部
に
つ
い
て
は
､
小
林
英
夫

･
加
藤
聖
文

｢欺
か
れ
た

r王
道
楽
土
｣
-
関
東
患
兵
隊
検
閲
史
料
が
語
る
も
の
-
｣
(r世

界
J
第
六
八
三
～
六
八
五
号
､
二
〇
〇
7
年

1
-
三
月
)
に
お
い

て
詳
し
-
紹
介
し
た
｡
こ
の
他
､
大
連
市
楢
案
館
に
も
大
通
市
内

の
警
察
署
が
敗
戦
時
に
焼
却
し
た
が
戦
後
同
じ
よ
う
に
掘
り
出
さ

れ
た

｢耗
灰
楢
案
｣
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
文
杏
は
準
者
が

見
た
範
田
で
は
ほ
と
ん
ど
炭
化
し
て
い
た
が
､
楢
案
出
で
は
そ
れ

を

一
枚

一
枚
丁
寧
に
剥
が
し
'
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
原
稲
に

筆
写
し
て
い
た
｡
ま
た
'
遼
寧
省
楢
案
餌
で
も
奉
天
市
内
の
暫
察

署
が
焼
却
し
た
も
の
が
戦
後
に
掘
り
出
さ
れ
た
文
啓
を
所
戒
し
て

い
る

(遼
寧
省
楢
葉
銀
将

r遼
寧
省
楢
案
飽
指
南
J
中
国
枯
案
出

版
社
'

1
九
九
四
年
､

1
四
二
頁
)｡
さ
ら
に
､
延
辺
市
楢
菜
館

で
も
焼
却
さ
れ
た
満
洲
国
時
代
の
地
方
行
政
文
番
が
若
干
所
蔵
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り

(廷
辺
市
桔
案
館
の
浦
洲
国
関
係
文

啓
に
つ
い
て
は
､
日
本
学
術
撮
興
会
特
別
研
究
只
田
中
隆

一
氏
の

御
教
示
に
よ
る
)
'
地
方
楢
案
餌
レ
ベ
ル
で
は
以
外
と
清
洲
国
関

係
の
文
香
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
.

(18
)
｢報
告
昏

浦
大

佐
久
間
昏
記
生

在
浦
大
使
館

･
瞭
爾
賓
稔

二
二
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

領
事
館
文
書
焼
却
処
分
二
閑
ス
ル
件
｣
(同
右
)
｡

(19
)
同
右
｡

(加
)
同
右
｡
な
お
'
敗
戦
時
に
は
新
京
と
恰
爾
浜
に
総
領
事
館
'
牡
丹

江

･
黒
河

･
清
洲
里
に
領
事
館
が
あ
っ
た
｡

(21
)
草
地
貞
吾

｢関
東
軍
終
戦
始
末

(≡
)｣
(防
衛
研
究
所
図
昏
館
蔵
)
0

(2
)
偉
雨

｢殴
灰
侵
華
罪
証
-
日
本
侵
略
者
鈎
段
積
案
｣
(r蘭
台
内
外
｣

稔
第
九
〇
期
､

一
九
九
五
年
三
月
)
'
お
よ
び
前
掲

｢
1
9
4
0

年
代
の
中
国
東
北
関
係
資
料
｣
六
四
～
六
五
貢
｡
た
だ
し
'
清
洲

国
関
係
の
文
書
の
う
ち
若
干
の
文
書
が
書
林
省
枯
案
飴
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
｡
そ
の
内
訳
は
'
経
済
部
八
〇
巻
'
産
業
部

1
五
巻
､

興
農
部
二
〇
巻
､
国
務
院
建
築
局
八
四
三
巻
で
あ
り
'
そ
の
他
吉

林
省
公
署

の
文
番
が
以
外
と
多
く
残
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
三
井

物
産
瞭
爾
賓
支
店
が
五
〇
巻
'
清
洲
碩
山
株
式
会
社
七
〇
巻
'
清

洲
電
業
株
式
会
社
三
五
〇
〇
巻
あ
り
'
満
洲
中
央
銀
行
に
至
っ
て

は
五
〇
〇
〇
〇
巻
所
蔵
さ
れ
て
い
る

(吉
林
省
楢
案
銀
将

r吉
林

省
楢
案
館
指
南
】
中
国
楢
案
出
版
社
､

1
九
九
六
年
､

1
二
〇
～

一
四
二
貫
)
0

(2
)
遼
寧
省
楢
案
科
学
技
術
研
究
所
編

r遼
寧
楢
案
通
覧
]
(桔
案
出

版
社
'

一
九
八
八
年
)
二
二
貫
｡
文
書
の
内
訳
は
､
督
察
官
の
任

免
や
戸
口
調
査
な
ど
の
暫
察
関
係
､
対
ソ
情
報
､
抗
日
地
下
放
火

団
に
対
す
る
起
訴
判
決
書
'
満
鉄
調
査
部
収
集
の
各
種
情
報
'
大

一
四
〇

連
仏
教
会
な
ど
の
各
種
書
類
な
ど
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
れ
ら
の
文

書
は
原
則
的
に
非
公
開
で
あ
る
｡

(2
)
小
鴨
正
吉

r実
録

･
樺
太
の
終
戦
秘
史
】
(御
国
書
房
､

1
九

八

七
年
'
四
八
貢
)0

(25
)
佐
藤
前
掲
論
文
｡

(26
)
台
湾
文
献
館
が
所
蔵
す
る
総
督
肘
文
書
は
'
本
来

一
万
五
九
五
〇

冊
で
あ
っ
た
が
'
二
〇
〇
〇
年

1
月
に
未
編
綴
で
あ
っ
た
昭
和
期

の
永
久
保
存
お
よ
び
十
五
年
保
存
文
書
二
九
〇
四
冊
と

｢難
以
弁

識
的
楢
案
｣
の
う
ち
の
一
冊
を
合
綴
し
た
た
め
､

一
万
三

一
四
七

冊
と
な
っ
た
｡
ま
た
､
文
献
委
員
会
で
は
こ
の
他
､
台
湾
稔
督
府

専
売
局
文
香
が

一
万
二
五
〇
八
冊
､
台
湾
拓
殖
株
式
会
社
文
書
が

二
八
七

一
冊
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡

(27
)
槍
山
前
掲
論
文

｢台
湾
植
民
地
統
治
関
係
史
料
｣

(四
五
～
四
人

貢
)0

(28
)
r台
湾
稔
督
府
事
務
成
績
捷
要

第
二
十
七
柘
｣

1
〇
四
頁
｡
な

お
'
r台
湾
総
督
府
事
務
成
積
提
要
｣
は
'
影
印
復
刻
版
と
し
て

r中
国
方
志
叢
書

･
台
湾
地
区

･
第

1
九
二
号
J
(全
九
五
巻
'
成

文
出
版
社

･
台
北
､

一
九
八
五
年
)
に
収
録
さ
れ
て
お
り
'
本
稿

で
は
こ
の
影
印
版
を
利
用
し
た
｡

(2
)
同
右

r台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要

第
二
十
大
箱
｣

1
三
三
頁
.

(30
)
総
督
府
文
書
に
お
け
る
門
類
の
変
遷
に
つ
い
て
は
､
王
前
掲
論
文



参
照
｡
な
お
､
永
久
保
存
文
啓
の
門
茄
は
台
湾
領
有
直
後
の
明
治

二
八
年
九
月
に
始
ま
り
､
翌
年
九
月
に
第

]
次
'
明
治
三
7
年
に

第
二
次
'
明
治
三
八
年
に
第
三
次
'
明
治
四
二
年

一
月
に
第
四
次
'

大
正
八
年
七
月
に
第
五
次
､
大
正
九
年
七
月
に
第
六
次
､
大
正

1

三
年

l
月
に
第
七
次
'
大
正

一
四
年
に
節
八
次
､
昭
和

1
五
年
に

第
九
次
､
昭
和

1
七
年
に
第

1
0
次
'
昭
和

1
九
年
に
第

二

次

の
改
正
が
行
わ
れ
た
｡
ち
な
み
に
第
七
次
改
正
で
は
､
第

一
門

(秘
書
)

･
第
二
円

(文
普
及
統
計
)

･
第
三
門

(暫
察
)

･
第

四
円

(外
事
)

･
第
五
円

(地
方
)

･
第
六
円

(司
法
)

･
第
七

円

(教
育
)

･
第
八
円

(財
務
)

･
約
九
円

(通
信
)

･
妨
十

円

(殖
産
)

･
第
十

一
円

(土
木
)

･
第
十
二
円

(訴
願
)
と
な
っ

て
お
り
､
第
八
次
改
正
で
は
､
第

一
円

(人
事
)

･
第
二
門

(文

普
及
調
査
)

･
第
三
円

(督
察
)

･
第
四
円

(外
事
)

･
第
五
門

(内
務
)

･
第
六
円

(司
法
)

･
第
七
円

(文
数
)

･
第
八

円

(財
務
)

･
第
九
円

(殖
産
)

･
第
十
円

(会
計
)

･
第
十

一

円

(訴
願
)

･
第
十
二
円

(米
穀
)
と
改
正
さ
れ
た
｡

(3
)
公
文
杏
の
発
生
か
ら
保
存
に
至
る
流
れ
の
な
か
で
原
識
文
香
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
､
中
野
EE
徹

｢公
文
録
と
太
政

類
典
｣
(r日
本
近
代
思
想
体
系
別
巻

近
代
史
料
解
説

･
稔
日

次

･
索
引
｣
岩
波
昏
店
'

1
九
九
二
年
)
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
ま
た
'

中
野
目
に
よ
る
公
文
書
を
対
象
と
す
る
近
現
代
史
料
論
に
お
い
て

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)

は

｢原
談
の
形
態
か
ら
そ
の
文
杏
の
処
理
過
程
を
再
現
す
る
た
め

の
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
が
節

1
の
課
題
｣
と
の
指
摘
は
重
要
で

あ
る
｡

(32
)
総
督
肘
各
部
局
保
管
文
杏
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
'
櫓
山
前
掲
論
文

｢台
湾
植
民
地
統
治
関
係
史
料
｣
(五
一
-
五
三
頁
)
掲
載
の
中
華

民
国
に
よ
る
文
昏
廃
棄
に
つ
い
て
の
関
係
者
の
聞
き
取
り
調
査
を

参
照
｡

(33
)
文
香
の
取
扱
等
に
関
す
る
規
程
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
何
度

か
制
定

･
改
定
が
行
わ
れ
た
が
'
永
久

･
十
五
年

･
五
年

･
一
年

の
保
存
期
限
と
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
基
準
に
大
き
な
変
化
は
見

ら
れ
な
い
｡
ち
な
み
に
昭
和
二
年
七
月
訓
令
節
三
七
号

｢白
河
捻

督
府
文
昏
取
扱
娩
程
｣
で
は
左
記
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る

(台
汚
総
督
府
首
筋
局
好

r台
湾
総
督
府
警
察
沿
革
誌

音
源
串
紙

箱
J
南
天
昏
局
復
刻
版
､

1
九
九
五
年
'
1
六
四
百
)0

第
十
四
条

保
存
期
間
ヲ
定
ム
ル
ハ
左
ノ
規
定
こ
依
ル

一

法
律
命
令
ノ
制
定
'
改
廃
'
非
常
特
殊
ノ
処
分
､
非
ノ
他
例

規
ノ
基
ト
ナ
ル
ヘ
キ
文
昏
磯
貝
ノ
進
退
及
歴
史
ノ
徴
考
ト
ナ
ル

ヘ
キ
文
替
又
ハ
重
大
ナ
ル
工
事
二
関
ス
ル
文
啓
等
ハ
永
久
保
存

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
府
令
訓
令
等
こ
シ
テ
永
久
保
存
ノ
必
要
ナ

キ
モ
ノ

ハ相
当
ノ
保
存
期
間
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

二

法
律
､

命

令

ノ執行
こ

閑
シ
例
証
ヲ

挙クル内訓
'
指
令

､

一
四
】



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号

(二
〇
〇
二
年
)

通
牒
又
ハ
回
答
シ
タ
ル
文
書
及
諸
達
､
某
誌
'
報
告
ノ
類
こ
シ

テ
六
七
年
間
参
照
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
文
書
ハ
十
五
年
間
保

存
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

三

経
費
其
ノ
他
金
銭
ノ
出
納
二
間
シ
決
算
報
告
ヲ
了
シ
タ
ル
モ

ノ
及
処
分
済
上
申
報
告
請
願
届
ノ
類
こ
シ
テ
両
三
年
間
参
照
ノ

必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
文
書
並
出
勤
簿
ハ
五
年
間
保
存
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

四

原
薄
台
帳
二
登
録
ヲ
了
シ
タ
ル
話
中
牒
'
報
告
及
官
吏
ノ

身
分
こ
閑
ス
ル
請
願
届
講
書
又
ハ
製
表
ノ
材
料
'
効
力
消
滅
こ

帰
シ
タ
ル
免
許
若
ハ
期
約
戎
ハ
一
時
ノ
処
弁
ヲ
丁
シ
タ
ル
上
申
､

往
復
､
照
会
ノ
類
ハ
一
年
間
保
存
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
条

一
時
ノ
処
弁
ヲ
了
シ
タ
ル
文
書
こ
シ
テ
将
来
参
照
ノ

必
要
ナ
シ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
文
書
課
長
二
於
テ
主
務
課
'
署
局

長
こ
合
議
シ
民
政
長
官
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
即
時
廃
棄
ス
ル
コ
ー
ヲ

得な
お
､
台
湾
総
督
府
の
文
昏
管
理
制
皮
に
つ
い
て
は
'
水
野
保

｢明
治
三
二
年
を
中
心
に
し
た
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
制
度
-

検
索
利
用
上
の
視
点
を
ま
じ
え
て
-
｣
(前
掲

｢台
湾
総
督
府
文

書
日
録

第
四
巻
｣
ゆ
ま
に
書
房
､

一
九
九
八
年
所
収
)
に
お
い

て
内
務
省

･
東
京
府
と
比
較
し
っ
つ
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡

(34
)
｢
一
九
四
六
年
四
月
三
〇
日
付
台
湾
稔
督
府
残
務
整
理
事
務
所
長

一
四
二

須
田

1
二
三
よ
り
外
務
省
管
理
局
長
宛

公
倍
｣

(外
交
記
良
｢

ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
関
係

一
件

在
外
公
館

(領

菅
を
含
む
)
の

閉

鎖
接
収
及
財
産
文
書
の
処
理
引
渡
並
在
本
邦
中
立
国
代
表
と
の
接

触
停
止
関
係

(在
本
邦
外
国
公
館
の
閉
鎖
を
含
む
)

第

一
巻
｣
)
｡

(tq
)
｢
一
九
四
六
年
八
月

二
二
日
付
台
湾
稔
督
府
残
務
整
理
事
務
所
長

須
田

二

二
二
よ
り
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
次
長
白
洲
次
郎
宛

元

台
湾
捻
督
府
関
係
文
書
二
間
ス
ル
件
｣
(同
右
)
｡
な
お
t
A
T
I

s
へ
は
第
二
復
月
省
宛
て
の
海
軍
文
書
も
送
ら
れ
て
い
た
が
'
ほ

と
ん
ど
が
兵
籍
名
簿
類
で
あ
っ
た
｡

(36
)
樺
太
庁
に
お
い
て
も
ソ
連
侵
攻
後
に
樺
太
庁
官
吏
の
人
事
関
係
書

類
を
北
海
道
へ
移
送
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
.
特
に
､
履

歴
書

･
恩
給
関
係
書
類
は
特
使
に
よ
っ
て
携
行
さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た

(前
掲

｢実
録

･
樺
太
の
終
戦
秘
史
｣
四
人
頁
)
｡
こ

う
し
た
事
実
は
官
僚
機
構
に
お
け
る
公
文
書
の
う
ち
で
何
が

一
番

重
要
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
端
的
に
現
し
て
い
る
と
い
え
よ

､つ0

(3
)
金

前
掲
論
文
'
三
六
〇
～
三
六

1
頁
｡
朝
鮮
総
督
府
文
書
の
現
物

は
釜
山
支
所
に
保
管

さ
れ
'
大
田
の
政
府
記
録
保
存
庁
に
お
い
て

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
閲
覧
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
な
お
'

金
論
文
の
提
供
お
よ
び
朝
鮮
総
督
府
文
書
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
は
､
早
稲
田
大
学
大
学
院
宮
本
正
明
氏
の
御
協
力
を
得
た
｡



(38
)
森
田
芳
夫

r朝
鮮
終
戦
の
記
録
-
米
ソ
両
軍
の
進
鑑
と
日
本
人
の

引
揚
｣
巌
南
堂
'

一
九
六
四
年
'
七
五
頁
｡

(39
)
村
上
前
掲
論
文
､

一
九
～
二
二
頁
｡

(40
)
金
前
掲
論
文
'
三
五
人
頁
｡

(41
)
政
策
決
定
過
程
を
伺
う
こ
と
の
出
来
る
文
昏
群
と
し
て
は
'
外
務

省
記
録
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
外
務
省
記
緑
の
よ
う
な
形
態
を
基
準
に

考
え
る
と
政
策
決
定
過
程
を
窺
う
こ
と
の
出
来
る
文
番
が
他
の
文

書
群
に
も
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
む
し
ろ

外
務
省
記
録
が
例
外
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'

こ
の
よ
う
な
外
務
省
記
録
の
特
徴
に
つ
い
て
は
'
小
池
聖

一
｢外

務
省
文
昏

･
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程
-
外
務
省
文
番
の
文
沓
学

的

1
試
論
I
L
(r日
本
歴
史
l
第
五
八
四
号
'
1
九
九
七
年

1
月
)

に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
小
池
に
よ
る

｢近
代
公
文

番
を
と
り
ま
-
研
究
は
'
近
代
公
文
啓
が
行
政

･
官
僚
制
の
成
立

と
と
も
に
発
生
し
､
固
有
の
体
系
性
を
有
す
る
点
を
考
慮
し
て
こ

な
か
っ
た
｣
と
の
批
判
は
､
近
代
の
日
本
官
僚
制
に
お
け
る
公
文

香
の
構
造
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
｡

(望

東
京
事
務
所
文
番
に
関
し
て
は
'
現
在
の
と
こ
ろ
樺
太
庁
東
京
事

務
所
文
香
が
北
海
道
立
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
樺
太
庁
の

例
か
ら
見
る
と
東
京
事
務
所
の
文
書
の
多
く
は
帝
国
議
会
用
の
予

算
関
係
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
'
そ
の
他
の
東

敗
戦
と
公
文
昏
廃
棄

(加
藤
)

京
事
務
所
文
番
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い

(台
湾
捻
督
府
の
東
京
出
張
所
は
戦
災
で
焼
失
)
｡
た
だ
し
'

戦
後
に
旧
外
地
関
係
は
外
務
省
の
管
栢
と
な
り
､
残
務
整
理
部
務

所

(東
京
事
務
所
を
戦
後
に
改
称
し
た
も
の
)
の
閉
鎖
後
に
関
係

昏
類
が
外
務
省
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
と
､
樺
太
庁
の
文
書
が
外

務
省
ア
ジ
ア
局
節
五
課
外
地
整
理
室

(現
在
は
ア
ジ
ア
大
洋
州
局

地
城
政
紫
課
外
地
整
理
室
)
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
､
現
在
は
外
務
省
本
省
か
外
交
史
料
蝕
に
保
管
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
拓
務
省
文
番
に
つ
い
て
は
'

一
九
四

二
年
の
拓
務
省
廃
止
後
に
そ
の
業
務
は
内
務
省
と
大
東
亜
省
へ
'

戦
後
に
外
務
省
へ
引
き
継
が
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
こ
れ
ら
も

ま
た
外
務
省
に
引
き
継
が
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
な
お
､
叔
近
外

交
史
料
館
で
公
開
さ
れ
た
外
務
省
研
修
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文

番
に
は
'
大
束
亜
省
や
拓
務
省
'
東
京
事
務
所
な
ど
の
旧
外
地
関

係
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
'
こ
の
う
ち
の
拓
務
省
文
啓
を

例
に
と
る
と
'
文
杏
の
形
態
は
台
的
総
督
府
文
番
と
同
じ
原
識
文

番
が
大
半
を
占
め
る
｡

(43
)
村
上
前
掲
論
文
､
二
七
頁
｡

(4
)
碇
康
次
郎
文
番
に
含
ま
れ
て
い
た
拓
務
省
文
番
に
つ
い
て
は
､
拙

稿

｢植
民
地
研
究
と
拓
務
省
文
沓
-
碇
康
次
郎
関
係
文
書
の
紹
介

-
｣
(r日
本
植
民
地
研
究
]
第

1
二
号
､
二
〇
〇
〇
年
七
月
)
参

一
四
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
三
号
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